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午前１０時００分 開会

────────────────────────────────────

◎開会宣告

本日をもって招集されました平成２８年第６回遠軽町議会定例会○議長（前田篤秀君）

を開会します。

────────────────────────────────────

◎開議宣告

直ちに、本日の会議を開きます。○議長（前田篤秀君）

────────────────────────────────────

◎諸般報告

会議に先立ち、局長をして諸般の報告をします。○議長（前田篤秀君）

御報告いたします。○議会事務局長（安江陽一郎君）

ただいまの出席議員は、１５人であります。

なお、奥田議員よりおくれる旨の届け出があります。

本日の列席者は、佐々木町長、新山教育委員長、村瀬代表監査委員であります。

次に、地方自治法第１２１条の規定による説明員、議会事務局からの出席者、監査委員

の平成２７年度分及び平成２８年度分例月出納検査の結果、議長の執務、閉会中における

各委員会等の活動状況につきましては、別紙印刷の上、お手元に配付のとおりでありま

す。

なお、説明員につきましては、案件により、参事、主幹及び総合支所の課長等が入るこ

ともありますので、御了承願います。

次に、本定例会の日程は、第３８までとなっております。

なお、追加議案等が予定されておりますので、あらかじめ御連絡を申し上げます。

以上で報告を終わります。

────────────────────────────────────

◎日程第１ 会議録署名議員の指名について

日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。○議長（前田篤秀君）

本日の会議録署名議員には、会議規則第１２５条の規定により、黒坂議員、松田議員を

指名します。

────────────────────────────────────

◎日程第２ 会期の決定について

日程第２ 会期の決定についてを議題とします。○議長（前田篤秀君）

本件について、議会運営委員長の報告を求めます。

髙橋議会運営委員長。

－登壇－○議会運営委員長（髙橋義詔君）

御報告いたします。
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本日をもって招集されました平成２８年第６回遠軽町議会定例会の会期につきまして

は、９月２日午後２時より議会運営委員会を開催し、審議の結果、本日から９月１４日ま

での８日間と決定いたしました。

なお、９月９日、１２日及び１３日は決算審査のため、９月１０日及び１１日は休日の

ため休会といたします。

また、追加議案、意見書等につきましては、それぞれ調整の上、９月１２日午後５時ま

でに事務局へ提出されるようお願いいたします。

以上、御報告申し上げます。

お諮りします。○議長（前田篤秀君）

本定例会の会期は、議会運営委員長報告のとおり、本日から９月１４日までの８日間と

したいと思います。これに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。○議長（前田篤秀君）

したがって、会期は、本日から９月１４日までの８日間と決定しました。

────────────────────────────────────

◎日程第３ 町長の行政報告及び提出案件要旨説明

日程第３ 町長の行政報告及び提出案件要旨説明を求めます。○議長（前田篤秀君）

佐々木町長。

－登壇－○町長（佐々木修一君）

初めに、行政報告及び提出案件要旨に文言の追加がありますので、２ページをお開き願

います。

下から５行目の「更には台風１１号、９号」の次に、「及び１０号」を加えていただき

ますようお願い申し上げます。

それでは、１ページをお開き願います。

平成２８年第６回遠軽町議会定例会の開会に当たり、議員の皆様には、大変お忙しい中

御参集いただき、厚くお礼を申し上げます。

初めに、平成２８年第５回遠軽町議会臨時会以降における行政について御報告いたしま

す。

まず、遠軽厚生病院産婦人科につきましては、昨年１０月から常勤医師の不在が続いて

いましたが、このたび常勤医師１人が赴任し、診療を８月２２日から開始したところであ

ります。赴任された医師は、旭川医科大学出身の５９歳で、道内の産婦人科を標榜する病

院等で勤務されておりました。

現在は、助産師等の医療スタッフと診療方針等の打ち合わせを行いながら、１０月から

の分娩再開を目指しているところであり、早速、町民の受診や里帰り分娩の問い合わせ等

があるとの報告を受けております。

なお、従来からの元勤務医師及び旭川医科大学からの出張医師につきましても、継続し
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て診療を行っていただけるとの報告を受けております。

今回の医師確保につきましては、昨年度から本町が中心となり、湧別町及び佐呂間町の

３町で遠軽地区総合開発期成会の専門会議として、遠軽地区地域医療対策連携会議を組織

し、道外の大きな病院や医科大学に直接赴き、医師派遣の要請を行うとともに、全国の産

婦人科を掲げる病院などに対して、医師招聘の依頼の手紙を送付したほか、医師募集のポ

スターを作成し、西日本方面の電車に広告を掲示するなど、様々な方策で医師確保に取り

組んできた成果と考えております。

地域住民の皆様には、大変御心配をおかけしているところでありますが、ひとまず地元

で出産できる体制が整ったものと安堵しているところであります。しかしながら、１人の

医師ではまだ体制が不十分であるため、今後も引き続き、産婦人科医師の確保に向けて取

り組んでまいります。

次に、７月３０日に逝去されました遠軽町名誉町民、故石井孝一氏の葬儀を石井家・遠

軽町合同葬として、８月４日、５日に執り行いました。合同葬には、両日合わせて約８０

０人の参列があり、多くの町民、関係者が別れを惜しむとともに、武部新衆議院議員、高

橋はるみ北海道知事、遠藤連北海道議会議長、遠軽町職員ＯＢ会を代表して北川健司前遠

軽町長から弔辞が述べられました。故人の数々の御功績に対し深く感謝するとともに、心

から御冥福をお祈りいたします。

次に、大雨による被害についてでありますが、７月３０日夜から前線を伴った低気圧の

影響により非常に激しい雨が降り、１時間の雨量が生田原地域で最大４１ミリを観測する

大雨となりました。

また、８月１７日からは、台風７号及び前線や熱帯低気圧、更には台風１１号、９号及

び１０号の影響により断続的に大雨となり、継続されることが予測されたため、８月２１

日に遠軽町大雨災害対策本部を設置し、非常時に備え危険箇所の巡視及び情報収集等を行

うとともに、被害を最小限にするための対策を講じてまいりました。

幸い人命に関わる大きな被害はありませんでしたが、町内各所で道路、河川及び公園な

どに路面洗掘、土砂堆積等のほか、橋梁の一部崩壊などの被害があり、現在復旧に向け対

応しているところであります。

なお、これらに要する経費につきましては専決処分させていただきましたので、本議会

に報告し、承認をお願いするものです。

次に、商工観光関係についてでありますが、札幌から道東をめぐるドライブツアーとし

て、シンガポールからの観光客が昨年度に引き続き、６月１４日から１泊２日の行程で本

町を訪れ、茶道などの体験型プログラムや北海道の味覚を堪能していただく中で、地元の

方々との交流そのものが観光資源として重要な役割を果たしているものと考えているとこ

ろであります。

なお、本ツアーは９月中旬にも予定されており、外国人観光客の誘致を継続して行うこ

とにより、本町の認知度の向上が期待されるところです。
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また、町内の各地域では、大雪山ウルトラトレイル、遠軽がんぼう夏まつりやヤマベま

つり、まるせっぷ観光まつり、アンジくんのふるさとまつりなどのイベントが開催され、

各イベントとも工夫を凝らしたプログラムなどで賑わっておりました。

主催していただきました各実行委員会をはじめ、御協力をいただきました関係者の皆様

に深く感謝を申し上げます。

次に、６月２日に北海道立北見高等技術専門学院の主催による能力開発セミナー観光ビ

ジネス科が網走市に次いで、本町で開催されたところであります。

本セミナーについては、観光関連事業所で働いている方を対象に、簡単な英会話やホス

ピタリティなどの知識と技術の習得を目的として開催され、次年度以降も継続開催を要請

しているところであります。

次に、安定的な水道水を確保するため、かねてから整備を進めておりました新しい生田

原浄水場が完成し、８月１０日から給水を開始いたしました。

これまでは、春先や大雨時には水質が悪化することもありましたが、水源を河川水から

地下水に変更したことにより、今後は安定した水道水の供給が図られるところです。

次に、要望関係についてでありますが、７月１２日に遠軽地区総合開発期成会におい

て、地域における産婦人科医師の確保など１１項目の懸案事項について、関係省庁及び国

会議員に対し要望活動を行ってまいりました。

７月２７日、２８日には、遠軽北見道路整備促進期成会において、遠軽北見道路の整備

促進について、関係省庁及び国会議員に対し要望活動を行ってまいりました。

７月２９日には、オホーツク圏活性化期成会において、管内の懸案事項について、関係

省庁及び国会議員に対し、８月９日には、ＪＲ石北線の特急列車の運行体制の維持につい

て、ＪＲ北海道、北海道運輸局、北海道、北海道議会に対し要望活動を行ってまいりまし

た。

次に、自衛隊関係についてでありますが、７月２日に陸上自衛隊遠軽駐屯地６５周年記

念市中パレードが、道道遠軽芭露線、愛称「連隊通り」において行われました。

沿道には約１，０００人の町民の皆様が詰めかけ、車両及び徒歩で行進する隊員の勇姿

に大きな声援が送られました。市中パレードの実施により、地域住民と遠軽駐屯地とのよ

り一層の一体感の醸成が図られたところであり、関係者の御支援と御協力に深く感謝を申

し上げます。

また、８月２４日には、北海道自衛隊駐屯地等連絡協議会主催の「北海道の自衛隊を支

える中央大会」が東京都で開催され、自衛隊協力諸団体の皆様とともに参加し、北海道に

おける自衛隊の充足率の向上、並びに今後予定されている現中期防衛力整備計画の見直し

や次期中期防衛力整備計画の策定において、北海道における自衛隊体制の強化を防衛省、

国会議員及び関係機関に対し要望活動を行ってまいりました。

次に、スポーツ合宿誘致についてでありますが、今年もジャパンラグビートップリーグ

のホンダヒートや横浜隼人高校硬式野球部等のほか、新たに女子７人制ラグビーの三重
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パールズなど、８月末までの合宿数は、６競技４３団体で１,１６８人となり、交流人口

の増加及び地域経済の活性化につながったものと考えております。

今後も、合宿団体との交流による子どもたちのスポーツ力向上、地域経済の活性化に向

けて積極的に合宿誘致に取り組んでまいります。

次に、本議会に提出いたしました議案の大要について御説明申し上げます。

報告第１号平成２７年度遠軽町一般会計継続費については、平成２７年度遠軽町一般会

計の継続費に係る継続年度が終了しましたので、地方自治法施行令第１４５条第２項の規

定により継続費精算報告書を調製し、議会に報告するものです。

報告第２号平成２７年度遠軽町下水道事業会計継続費については、平成２７年度遠軽町

下水道事業会計の継続費に係る継続年度が終了しましたので、地方公営企業法施行令第１

８条の２第２項の規定により継続費精算報告書を調製し、議会に報告するものです。

報告第３号平成２７年度遠軽町健全化判断比率については、地方公共団体の財政の健全

化に関する法律第３条第１項の規定により、平成２７年度決算に基づき、監査委員の意見

を付けて議会に報告するものです。

報告第４号平成２７年度遠軽町資金不足比率については、地方公共団体の財政の健全化

に関する法律第２２条第１項の規定により、平成２７年度決算に基づき、監査委員の意見

を付けて議会に報告するものです。

承認第１号専決処分の承認を求めることについては、大雨による災害対応に伴い、緊急

に補正予算の必要が生じたため、平成２８年度遠軽町一般会計補正予算（第４号）を専決

処分いたしましたので、議会に報告し、承認を求めるものです。

承認第２号専決処分の承認を求めることについては、台風による災害対応に伴い、緊急

に補正予算の必要が生じたため、平成２８年度遠軽町一般会計補正予算（第５号）を専決

処分いたしましたので、議会に報告し、承認を求めるものです。

承認第３号専決処分の承認を求めることについては、水道施設の台風による災害対応に

伴い、緊急に補正予算の必要が生じたため、平成２８年度遠軽町水道事業会計補正予算

（第１号）を専決処分いたしましたので、議会に報告し、承認を求めるものです。

諮問第１号人権擁護委員候補者の推薦については、現委員であります青野賢二氏が平成

２８年１２月３１日をもって任期満了となりますので、引き続き推薦いたしたく、議会の

意見を求めるものです。

同意第１号教育委員会委員の任命については、現委員であります福井稔晉氏が平成２８

年１１月８日をもって任期満了となりますので、後任の委員として能正直樹氏を任命いた

したく、議会の同意を求めるものです。

同意第２号公平委員会委員の選任については、現委員であります和田修氏が平成２８年

１１月８日をもって任期満了となりますので、引き続き選任いたしたく、議会の同意を求

めるものです。

議案第１号表彰については、遠軽町表彰条例に該当いたします対象者の表彰について、
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議会の議決を求めるものです。

議案第２号網走地方教育研修センター組合規約の変更については、網走地方教育研修セ

ンター組合規約を変更することについて協議したいので、地方自治法第２９０条の規定に

より、議会の議決を求めるものです。

議案第３号遠軽町デマンド型乗合タクシーに関する条例の制定については、生田原地域

におけるデマンド型乗合タクシーを運行するため、本条例を定めるものです。

議案第４号遠軽町畑地かんがい用水施設条例の制定については、畑地かんがい用水施設

の管理運営を図るため、本条例を定めるものです。

議案第５号遠軽町公営バスに関する条例の一部改正については、遠軽丸瀬布線瀬戸瀬小

学校停留所の位置を変更するため、本条例を定めるものです。

議案第６号遠軽町体育施設条例の一部改正については、えんがる球技場を設置するた

め、本条例を定めるものです。

議案第７号遠軽町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を

定める条例の一部改正については、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営

に関する基準の一部改正に伴い、本条例を定めるものです。

議案第８号遠軽町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに

指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基

準を定める条例の一部改正については、指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、

設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支

援の方法に関する基準の一部改正に伴い、本条例を定めるものです。

議案第９号遠軽町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改

正については、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、本条例

を定めるものです。

議案第１０号指定管理者の指定については、えんがるロックバレースキー場の指定管理

者を指定するため、地方自治法第２４４条の２第６項の規定により、議会の議決を求める

ものです。

議案第１１号平成２７年度遠軽町水道事業会計未処分利益剰余金の処分について及び議

案第１２号平成２７年度遠軽町下水道事業会計未処分利益剰余金の処分については、地方

公営企業法第３２条第２項の規定により、議会の議決を求めるものです。

次に、議案第１３号平成２８年度遠軽町一般会計補正予算（第６号）の主なものについ

て御説明いたします。

歳入については、使用料及び手数料、国庫支出金、道支出金、寄附金、繰越金等を補正

し、寄附金については、寄附者の御意思に添いまして、目的の基金に積み立てをするもの

です。

歳出については、町民憲章及び町花・町木等周知用ポスター印刷に係る経費、（仮称）

えんがる町民センター建設に伴う基本設計・実施設計等に係る経費、ホテルノースキング
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オープン２５周年記念行事に係る経費、デマンド型乗合タクシーの運行に係る経費、予防

接種法の一部改正に伴う予防接種委託料、飲料水給水ポンプの取替えに伴う飲料水確保事

業補助金、店舗近代化に伴う商工業振興補助金、中体連等全道大会出場に係る学校行事負

担金、遠軽高等学校生徒確保事業に係る遠軽高等学校教育振興補助金、各種大会出場・ス

ポーツ合宿に係る社会体育振興補助金、えんがるロックバレースキー場の指定管理に伴う

指定管理料等を計上したところです。

議案第１４号平成２８年度遠軽町介護保険特別会計補正予算（第１号）については、介

護給付費負担金等の確定に伴う返還金を計上したところです。

認定第１号から認定第８号までについては、平成２７年度遠軽町一般会計及び各特別会

計の歳入歳出決算認定、並びに水道事業会計及び下水道事業会計の決算認定について、監

査委員の意見を付けて議会の認定に付するものです。

以上が、本議会に提出をいたしました議案の大要です。

なお、台風による災害対応に伴う補正予算の追加議案を予定しておりますので、あらか

じめ御承知おきくださいますようお願いを申し上げます。

御審議を願う議案につきましては、その都度、担当部課長から詳細に御説明いたします

ので、御協賛を賜りますようお願いを申し上げます。

────────────────────────────────────

◎日程第４ 報告第１号

日程第４ 報告第１号平成２７年度遠軽町一般会計継続費につい○議長（前田篤秀君）

てを議題とします。

提出者の説明を求めます。

大堀財政課長。

報告第１号平成２７年度遠軽町一般会計継続費について説明○財政課長（大堀 聡君）

いたします。

平成２７年度遠軽町一般会計継続費につきましては、別紙のとおり継続年度が終了しま

したので、地方自治法施行令第１４５条第２項の規定により報告するものです。

次のページをお開き願います。

平成２７年度遠軽町一般会計継続費につきましては、８款土木費２項道路橋りょう費、

向遠軽開拓道路道路改良工事を平成２６年度及び平成２７年度の２か年で実施したもの

で、全体計画７,４９３万１,０００円に対し、実績７,４９３万４００円となったもので

す。

以上で説明を終わります。

これより、質疑を行います。○議長（前田篤秀君）

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。○議長（前田篤秀君）

これをもって、質疑を終わります。
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以上で、報告第１号平成２７年度遠軽町一般会計継続費についてを終わります。

────────────────────────────────────

◎日程第５ 報告第２号

日程第５ 報告第２号平成２７年度遠軽町下水道事業会計継続費○議長（前田篤秀君）

についてを議題とします。

提出者の説明を求めます。

久保水道課長。

報告第２号平成２７年度遠軽町下水道事業会計継続費につい○水道課長（久保英之君）

て御説明いたします。

平成２７年度遠軽町下水道事業会計継続費につきまして、別紙のとおり継続年度が終了

いたしましたので、地方公営企業法施行令第１８条の２第２項の規定により報告するもの

であります。

別紙をお開き願います。

平成２７年度遠軽町下水道事業会計継続費精算報告書について御説明いたします。

平成２６年度、２７年度の２か年継続事業といたしまして実施しました遠軽下水処理セ

ンター建設工事は、全体計画の年割額計１億４,４９３万７,０００円に対し、実績の支払

義務発生額計は１億４,４９３万６,０００円で、１,０００円の減額となっています。

以上で説明を終わります。

これより、質疑を行います。○議長（前田篤秀君）

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。○議長（前田篤秀君）

これをもって、質疑を終わります。

以上で、報告第２号平成２７年度遠軽町下水道事業会計継続費についてを終わります。

────────────────────────────────────

◎日程第６ 報告第３号及び日程第７ 報告第４号

日程第６ 報告第３号平成２７年度遠軽町健全化判断比率につい○議長（前田篤秀君）

て、日程第７ 報告第４号平成２７年度遠軽町資金不足比率について、以上２件は関連が

ありますので、一括して議題とします。

上程の順により、提出者の説明を求めます。

大堀財政課長。

報告第３号平成２７年度遠軽町健全化判断比率について説明○財政課長（大堀 聡君）

いたします。

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項の規定により、平成２７年度遠

軽町健全化判断比率を報告するものです。

健全化判断比率につきましては、実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、

将来負担比率の四つの比率で構成されるものです。
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実質赤字比率につきましては、遠軽町においては、一般会計及び公共用地先行取得事業

特別会計の赤字を示す指標で、赤字は生じておりませんので、比率は算定されないもので

す。

連結実質赤字比率につきましては、町の全ての会計の赤字を示す指標で、赤字は生じて

おりませんので、比率は算定されないものです。

実質公債費比率につきましては、町の全ての会計及び一部事務組合が負担する公債費の

大きさを示す指標で、平成２７年度においては９.９％となったものです。

将来負担比率につきましては、町の全ての会計、一部事務組合及び第三セクターが翌年

度以降に負担する債務の大きさを示す指標で、平成２７年度においては８.４％となった

ものです。

各比率におきましては、それぞれ基準を超えていないことから、財政状況は健全と判断

されるものです。

なお、赤番９に監査委員の健全化判断比率審査意見書を付けておりますので、御参照を

お願いいたします。

以上で、報告第３号の説明を終わります。

続きまして、報告第４号平成２７年度遠軽町資金不足比率について説明いたします。

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第２２条第１項の規定により、平成２７年度

遠軽町資金不足比率を報告するものです。

資金不足比率につきましては、公営企業会計の資金不足の程度を会計ごとに示す指標

で、各会計において資金不足は生じておりませんので、比率は算定されないものです。

なお、赤番９及び１１に監査委員の資金不足比率審査意見書を付けておりますので、御

参照をお願いいたします。

以上で説明を終わります。

これより、一括上程しました報告２件の質疑を行います。○議長（前田篤秀君）

質疑は、上程の順により、各案件ごとに行います。

これより、報告第３号の質疑を行います。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。○議長（前田篤秀君）

これをもって、報告第３号の質疑を終わります。

以上で、報告第３号平成２７年度遠軽町健全化判断比率についてを終わります。

次に、報告第４号の質疑を行います。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。○議長（前田篤秀君）

これをもって、報告第４号の質疑を終わります。

以上で、報告第４号平成２７年度遠軽町資金不足比率についてを終わります。

────────────────────────────────────
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◎日程第８ 承認第１号

日程第８ 承認第１号専決処分の承認を求めることについてを議○議長（前田篤秀君）

題といたします。

提出者の説明を求めます。

大堀財政課長。

承認第１号専決処分の承認を求めることについて説明いたし○財政課長（大堀 聡君）

ます。

地方自治法第１７９条第１項の規定により、平成２８年度遠軽町一般会計補正予算（第

４号）を定めることについて、別紙のとおり専決処分しましたので、同条第３項の規定に

より報告し、承認を求めるものです。

次のページをお開き願います。

専決第７号につきましては、大雨による災害対応に伴い、緊急に補正予算の必要が生じ

たため、平成２８年度遠軽町一般会計補正予算（第４号）を定めることについて、７月３

０日に専決処分したものです。

次のページをお開き願います。

平成２８年度遠軽町一般会計補正予算（第４号）につきましては、既定の歳入歳出予算

の総額に歳入歳出それぞれ６０２万４,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を１７１

億２,９６７万７,０００円としたものです。

補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」により説明いたします。

次のページをお開き願います。

第１表、歳入歳出予算補正の歳入から説明いたします。

１９款繰越金につきましては、１項繰越金に６０２万４,０００円を追加し、総額を５,

６０２万４,０００円としたものです。

これによりまして、歳入合計１７１億２,３６５万３,０００円に６０２万４,０００円

を追加し、総額を１７１億２,９６７万７,０００円としたものです。

次に、歳出について説明いたします。

次のページをお開き願います。

１１款災害復旧費につきましては、１項災害復旧費に６０２万４,０００円を追加し、

総額を１,６０２万４,０００円としたものです。

これによりまして、歳出合計１７１億２,３６５万３,０００円に６０２万４,０００円

を追加し、総額を歳入歳出同額の１７１億２,９６７万７,０００円としたものです。

次に、歳入歳出補正予算事項別明細書の総括を省略いたしまして、歳出から説明いたし

ます。

８ページをお開き願います。

１１款災害復旧費１項災害復旧費１目災害復旧費、災害復旧事業６０２万４,０００円

につきましては、大雨による災害対応に係る経費として、機械借上料４４２万９,０００
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円、原材料費１１２万５,０００円、備品購入費４７万円を追加したものです。

次に、歳入について説明いたします。

６ページをお開き願います。

１９款繰越金１項繰越金１目繰越金６０２万４,０００円につきましては、前年度繰越

金の追加です。

なお、災害復旧費用につきましては、起債を活用できるよう認定に向けて協議を進めて

まいりますので、財源につきましては、協議が整った後に予算を補正したいと考えており

ますので、御理解をお願いいたします。

以上で説明を終わります。

これより、質疑を行います。○議長（前田篤秀君）

質疑は、第１表、歳入歳出予算補正を省略して、歳入歳出補正予算事項別明細書の３、

歳出より各款ごとに行います。

１１款災害復旧費、８ページから９ページ。

（「なし」と呼ぶ者あり）

次に、２、歳入に入ります。○議長（前田篤秀君）

１９款繰越金、６ページから７ページ。

（「なし」と呼ぶ者あり）

以上で質疑を終わります。○議長（前田篤秀君）

これより、承認第１号専決処分の承認を求めことについてを採決いたします。

本案は、討論を省略して、原案のとおり承認することに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。○議長（前田篤秀君）

したがって、本案は原案のとおり承認されました。

────────────────────────────────────

◎日程第９ 承認第２号及び日程第１０ 承認第３号

日程第９ 承認第２号専決処分の承認を求めることについて、日○議長（前田篤秀君）

程第１０ 承認第３号専決処分の承認を求めることについて、以上２件は関連があります

ので、一括して議題とします。

上程の順により、提出者の説明を求めます。

大堀財政課長。

承認第２号専決処分の承認を求めることについて説明いたし○財政課長（大堀 聡君）

ます。

地方自治法第１７９条第１項の規定により、平成２８年度遠軽町一般会計補正予算（第

５号）を定めることについて、別紙のとおり専決処分しましたので、同条第３項の規定に

より承認を求めるものです。

次のページをお開き願います。
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専決第８号につきましては、台風による災害対応に伴い、緊急に補正予算の必要が生じ

たため、平成２８年度遠軽町一般会計補正予算（第５号）を定めることについて、８月１

７日に専決処分したものです。

次のページをお開き願います。

平成２８年度遠軽町一般会計補正予算（第５号）につきましては、既定の歳入歳出予算

の総額に歳入歳出それぞれ１億４,７５３万２,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を

１７２億７,７２０万９,０００円としたものです。

補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」により説明いたします。

次のページをお開き願います。

第１表、歳入歳出予算補正の歳入から説明いたします。

１８款繰入金につきましては、１項基金繰入金に１億４,７５３万２,０００円を追加

し、総額を６億５,４３５万９,０００円としたものです。

これによりまして、歳入合計１７１億２,９６７万７,０００円に１億４,７５３万２,０

００円を追加し、総額を１７２億７,７２０万９,０００円としたものです。

次に、歳出について説明いたします。

次のページをお開き願います。

１１款災害復旧費につきましては、１項災害復旧費に１億４,７５３万２,０００円を追

加し、総額を１億６,３５５万６,０００円としたものです。

これによりまして、歳出合計１７１億２,９６７万７,０００円に１億４,７５３万２,０

００円を追加し、総額を歳入歳出同額の１７２億７,７２０万９,０００円としたもので

す。

次に、歳入歳出補正予算事項別明細書の総括を省略いたしまして、歳出から説明いたし

ます。

８ページをお開き願います。

１１款災害復旧費１項災害復旧費１目災害復旧費、災害復旧事業１億４,７５３万２,０

００円につきましては、台風による災害対応に係る経費として、時間外及び休日勤務手当

５５７万４，０００円、修繕料６７万４,０００円、手数料１１７万円、武利環状線武利

橋外３件災害復旧調査設計業務委託料１,９５０万円、上支湧別幹線更生橋外１件災害復

旧調査設計業務委託料５００万円、機械借上料６,２６２万３,０００円、原材料費５,２

９９万１,０００円を追加したものです。

次に、歳入について説明いたします。

６ページをお開き願います。

１８款繰入金１項基金繰入金１目財政調整基金繰入金につきましては、１億４,７５３

万２,０００円の追加です。

なお、災害復旧費用につきましては、補正予算（第４号）と同様に補助事業や起債を活

用できるよう認定に向けて協議を進めてまいりますので、御理解をお願いいたします。
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以上で説明を終わります。

久保水道課長。○議長（前田篤秀君）

承認第３号専決処分の承認を求めることについて御説明いた○水道課長（久保英之君）

します。

地方自治法第１７９条第１項の規定により、平成２８年度遠軽町水道事業会計補正予算

（第１号）について、別紙のとおり専決処分をしましたので、同法第１７９条第３項の規

定により報告し、承認を求めるものです。

別紙をお開き願います。

専決第９号、専決処分書について御説明いたします。

平成２８年度遠軽町水道事業会計補正予算（第１号）は、台風による災害対応に伴い緊

急に補正予算の必要が生じたため、平成２８年８月１７日付で専決処分を行ったものであ

ります。

次のページ、別紙をお開き願います。

平成２８年度遠軽町水道事業会計補正予算（第１号）について御説明いたします。

第２条は、平成２８年度遠軽町水道事業会計予算第３条に定めた収益的収入及び支出の

予定額について、支出を補正したものです。

第１款水道事業費用、第１項営業費用に１１３万４,０００円追加し、総額を５億６４

８万８,０００円としたものです。

次のページをお開き願います。

１ページは実施計画、２ページはキャッシュ・フロー計算書、３ページから４ページは

予定貸借対照表でありまして、説明は省略させていただきます。

次に５ページ、補正予算（第１号）明細について御説明いたします。

収益的収入及び支出の支出につきまして、１款水道事業費用１項営業費用１目原水及び

浄水費２０節賃借料７５万７,０００円及び２７節材料費３７万７,０００円の追加は、白

滝簡易水道の取水施設において、８月１７日の台風の影響により水源である湯の沢川の取

水口に土砂が堆積したことによる対応を行ったものであります。

以上で説明を終わります。

これより、一括上程しました承認２件の質疑を行います。○議長（前田篤秀君）

質疑は、上程の順により、各案件ごとに行います。

これより、承認第２号の質疑を行います。

質疑は、第１表、歳入歳出予算補正を省略して、歳入歳出補正予算事項別明細書の３、

歳出より各款ごとに行います。

１１款災害復旧費、８ページから９ページ。

（「なし」と呼ぶ者あり）

次に、２、歳入に入ります。○議長（前田篤秀君）

１８款繰入金、６ページから７ページ。
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（「なし」と呼ぶ者あり）

これをもって、承認第２号の質疑を終わります。○議長（前田篤秀君）

次に、承認第３号の質疑を行います。

質疑は、実施計画、予定キャッシュ・フロー計算書、予定貸借対照表を省略して、補正

予算明細により行います。

収益的収入及び支出の支出、５ページ。

（「なし」と呼ぶ者あり）

これをもって、承認第３号の質疑を終わります。○議長（前田篤秀君）

以上で、承認２件の質疑を終わります。

これより、一括上程しました承認２件を採決いたします。

採決は、上程の順により、各案件ごとに行います。

これより、承認第２号専決処分の承認を求めことについてを採決いたします。

本案は、討論を省略して、原案のとおり承認することに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。○議長（前田篤秀君）

したがって、本案は原案のとおり承認されました。

次に、承認第３号専決処分の承認を求めることについてを採決いたします。

本案は、討論を省略して、原案のとおり承認することに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。○議長（前田篤秀君）

したがって、本案は原案のとおり承認されました。

────────────────────────────────────

◎日程第１１ 諮問第１号

日程第１１ 諮問第１号人権擁護委員候補者の推薦についてを議○議長（前田篤秀君）

題といたします。

提出者の説明を求めます。

佐々木町長。

諮問第１号人権擁護委員候補者の推薦について御説明いたしま○町長（佐々木修一君）

す。

人権擁護委員、青野賢二氏が、平成２８年１２月３１日をもって任期満了となるため、

後任の候補者を推薦いたしたく、人権擁護委員法第６条第３項の規定により、議会の意見

を求めるものであります。

住所、遠軽町生田原３４６番地１１。

氏名、青野賢二。

生年月日、昭和２０年６月１２日であります。

青野賢二氏は、人格、識見ともに高く、広く社会の実情に通じ、人権擁護について理解
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のある方でありますので、人権擁護委員候補者としまして推薦いたしたく、議会の意見を

求めるものであります。

なお、御本人の略歴につきましては、別紙の参考資料を御参照いただきたいと思いま

す。

以上で説明を終わります。

これより、質疑を行います。○議長（前田篤秀君）

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。○議長（前田篤秀君）

これをもって、質疑を終わります。

これより、諮問第１号人権擁護委員候補者の推薦についてを採決いたします。

本案は、討論を省略して、原案のとおり同意することに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。○議長（前田篤秀君）

したがって、本案は原案のとおり同意することに決定しました。

────────────────────────────────────

◎日程第１２ 同意第１号

日程第１２ 同意第１号教育委員会委員の任命についてを議題と○議長（前田篤秀君）

します。

提出者の説明を求めます。

佐々木町長。

同意第１号教育委員会委員の任命について御説明いたします。○町長（佐々木修一君）

遠軽町教育委員会委員、福井稔晉氏が平成２８年１１月８日をもって任期満了となるた

め、後任の委員を任命いたしたく、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第２

項の規定により、議会の同意を求めるものであります。

住所、遠軽町丸瀬布水谷町６８番地４０。

氏名、能正直樹。

生年月日、昭和４５年６月２９日であります。

能正直樹氏は、人格高潔で教育に関して識見を有する方でありますので、遠軽町教育委

員会委員としまして任命いたしたく、議会の同意を求めるものであります。

なお、御本人の略歴につきましては、別紙の参考資料を御参照いただきたいと思いま

す。

以上で説明を終わります。

これより、質疑を行います。○議長（前田篤秀君）

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。○議長（前田篤秀君）

これをもって、質疑を終わります。
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これより、同意第１号教育委員会委員の任命についてを採決いたします。

本案は、討論を省略して、原案のとおり同意することに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。○議長（前田篤秀君）

したがって、本案は原案のとおり同意することに決定しました。

────────────────────────────────────

◎日程第１３ 同意第２号

日程第１３ 同意第２号公平委員会委員の選任についてを議題と○議長（前田篤秀君）

いたします。

提出者の説明を求めます。

佐々木町長。

同意第２号公平委員会委員の選任について御説明いたします。○町長（佐々木修一君）

遠軽町公平委員会委員、和田修氏が平成２８年１１月８日をもって任期満了となるた

め、地方公務員法第９条の２第２項の規定により、議会の同意を求めるものであります。

住所、遠軽町大通南４丁目２番地５。

氏名、和田修。

生年月日、昭和２２年１月１１日であります。

和田修氏は、人格高潔で地方自治の本旨に理解があり、かつ人事行政に関して識見を有

する方でありますので、遠軽町公平委員会委員としまして選任いたしたく、議会の同意を

求めるものであります。

なお、御本人の略歴につきましては、別紙の参考資料を御参照いただきたいと思いま

す。

以上で説明を終わります。

これより、質疑を行います。○議長（前田篤秀君）

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。○議長（前田篤秀君）

これをもって、質疑を終わります。

これより、同意第２号公平委員会委員の選任についてを採決いたします。

本案は、討論を省略して、原案のとおり同意することに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。○議長（前田篤秀君）

したがって、本案は原案のとおり同意することに決定いたしました。

────────────────────────────────────

◎日程第１４ 議案第１号

日程第１４ 議案第１号表彰についてを議題とします。○議長（前田篤秀君）

提出者の説明を求めます。
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舟木総務課長。

議案第１号表彰について御説明いたします。○総務課長（舟木淳次君）

遠軽町表彰条例第２条の規定により表彰いたしたく、議会の議決を求めるものでありま

す。

次のページ、別紙をお開き願います。

１といたしまして、遠軽町表彰条例第２条第１号オに該当いたします自治功労でありま

して、遠軽町公平委員会委員として１２年以上在職されております遠軽町大通南３丁目２

番地１３、菊地建文様、同じく遠軽町農業委員会委員として１２年以上在職されておりま

す遠軽町生田原清里９５２番地、梶田政實様であります。

２といたしまして、遠軽町表彰条例第２条第１号カに該当いたします自治功労でありま

して、遠軽町社会教育委員として２０年以上在職されております遠軽町丸瀬布新町１１９

番地、小玉徹様であります。

３といたしまして、遠軽町表彰条例第２条第３号イに該当いたします社会功労でありま

して、遠軽町健康づくり推進委員会会長や遠軽町ラジオ体操連盟会長など多くの公職や団

体の要職を長年にわたり務め、社会奉仕の確立に尽力されております遠軽町１条通北６丁

目１番地３５、岡本一雄様、同じく丸瀬布地域審議会会長や国道花壇３３３号ボランティ

アサポート代表など多くの公職や団体の要職を長年にわたり務め、社会奉仕の確立に尽力

されました遠軽町丸瀬布水谷町４５番地、田村好彰様であります。

４といたしまして、遠軽町表彰条例第２条第３号ウに該当いたします社会功労でありま

して、遠軽町大通南１丁目６番地９、伊藤惠美子様から子育て児童育成資金といたしまし

て１００万円の御寄附をいただいたものであります。

５といたしまして、遠軽町表彰条例第２条第４号アに該当いたします消防功労でありま

して、２０年以上遠軽町消防団員として勤続されております遠軽町丸瀬布水谷町６８番地

２８、村井和子様、遠軽町丸瀬布新町２８３番地４、関弘様、遠軽町見晴３２番地２、和

田あさみ様、遠軽町生田原安国２１５番地２、大森剛様。なお、大森様におかれましては

平成２８年６月２９日に亡くなられておりますので、生前の日付にさかのぼっての表彰と

なります。遠軽町南町３丁目５７番地、落合幸子様、遠軽町１条通南１丁目３番地３、西

方智美様であります。

以上、１２件の個人につきまして、遠軽町表彰条例に基づき表彰いたしたく、提案する

ものであります。

以上で説明を終わります。

これより、質疑を行います。○議長（前田篤秀君）

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。○議長（前田篤秀君）

これをもって、質疑を終わります。

これより、議案第１号表彰についてを採決いたします。
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本案は、討論を省略して、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。○議長（前田篤秀君）

したがって、本案は原案のとおり可決されました。

────────────────────────────────────

◎日程第１５ 議案第２号

日程第１５ 議案第２号網走地方教育研修センター組合規約の変○議長（前田篤秀君）

更についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

舟木総務課長。

議案第２号網走地方教育研修センター組合規約の変更につい○総務課長（舟木淳次君）

て御説明いたします。

網走地方教育研修センター組合規約を変更することについて協議したく、地方自治法第

２９０条の規定により、議会の議決を求めるものであります。

次のページ、別紙をお開き願います。

網走地方教育研修センター組合規約の一部を変更する規約。

地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正に伴い、教育委員会制度が変更さ

れたことから、新教育長の設置及び任期並びに文言等の整理をするために、本規約を変更

するものです。

改正の内容につきましては、次のページ、参考資料、新旧対照表により御説明をいたし

ます。

第１１条第２項中「教育委員会の委員は、組合市町村の教育委員会の委員のうちから」

を「教育委員会の教育長及び委員は、組合市町村の教育委員会の教育長及び委員のうちか

ら」に改め、第３項として、「前項の教育長及び委員の任期は、それぞれ当該市町村教育

委員会の教育長及び委員の任期による。」を加え、現行の３項中、「第１６条に規定する

教育委員会の委員の解職請求に関する事務等」を「第１４条第２項に規定する事務」に改

め、同項を第４項とするものです。

以上で参考資料の説明を終わり、別紙に戻りまして、附則といたしまして、この規約

は、北海道知事の許可のあった日から施行する。

以上で説明を終わります。

これより、質疑を行います。○議長（前田篤秀君）

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。○議長（前田篤秀君）

これをもって、質疑を終わります。

これより、議案第２号網走地方教育研修センター組合規約の変更についてを採決いたし

ます。
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本案は、討論を省略して、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。○議長（前田篤秀君）

したがって、本案は原案のとおり可決されました。

────────────────────────────────────

◎日程第１６ 議案第４号

日程第１６ 議案第４号遠軽町畑地かんがい用水施設条例の制定○議長（前田篤秀君）

についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

大辻生田原総合支所産業課長。

議案第４号遠軽町畑地かんがい用水施設条例○生田原総合支所産業課長（大辻祐一君）

の制定についてを説明いたします。

本案は、畑地かんがい用水施設の管理運営を図るため、制定するものであります。

別紙、遠軽町畑地かんがい……。

暫時休憩します。○議長（前田篤秀君）

午前１０時５３分 休憩

──────────────

午前１０時５３分 再開

再開します。○議長（前田篤秀君）

大辻生田原総合支所産業課長。

議案第４号遠軽町畑地かんがい用水施設条例○生田原総合支所産業課長（大辻祐一君）

の制定についてを説明いたします。

本案につきましては、畑地かんがい用水施設の管理運営を図るため、制定するものであ

ります。

別紙、遠軽町畑地かんがい用水施設条例をお開き願います。

趣旨を第１条に記載しておりまして、畑地かんがい用水施設の管理及び運営に関し、必

要な事項を定めるものです。

定義につきましては第２条に記載しておりまして、この条例においての畑地かんがい用

水施設について定めております。第１号といたしまして、取水施設、貯水池から分水栓ま

での施設及び給水管路です。第２号には、給水栓及びリールマシン等の施設としておりま

す。

施設の名称及び給水区域を第３条で定めております。第３条の表をご覧いただきたいと

思います。名称を遠軽町生田原地区畑地かんがい用水施設とし、給水区域は字名で、生田

原、生田原安国、生田原水穂、生田原豊原、生田原清里、生田原岩戸、生田原伊吹、生田

原八重の各一部としております。

第４条では、この施設を使用できる者を定めております。第１号は、施設が整備されて



－ 23 －

《平成２８年９月７日》

いる農地の使用収益権を有している者としております。第２号は、町長が特に認める者と

しております。

第５条第１項では、使用しようとする者の許可申請を定めております。第２項では、使

用許可に条件を付すことができることとしております。

第６条では、第５条第１項の規定で許可を受けた者は、許可の内容に変更が生じる場合

は変更申請をすることとしております。

第７条では、使用者が畑かん施設の使用を中止する場合には、町長に届け出ることとし

ております。

第８条第１項では、使用者の責務を記載しております。使用者が善良な注意義務をもっ

て畑かん施設を使用することを責務としております。第２項では、使用者が畑かん施設の

改修を行うときには、あらかじめ町長の承認を受けることを義務としております。第３項

では、使用者が畑かん施設を破損した場合、速やかに町長へ届け出及び適切な措置を義務

付けしております。

第９条では、第８条で発生した工事、修繕などに要した経費について、使用者の責めに

帰すときは使用者の負担とし、町長が特別な理由があると認めた場合については、町の負

担となります。

第１０条では、この使用者がこの条例又はこの条例の規定に基づく規則に違反したと認

めた場合には、使用許可の全部、又は一部を取り消すことができる規定となっておりま

す。

第１１条第１項は、使用者の変更であります。畑かん施設が整備されている農地などを

売買などにより使用者が変更となったときは、新たな使用者が従前の使用者の地位を継承

するものとしています。第２項では、第１項で新たな使用者になった者は、速やかに第５

条第１項に基づき、届け出をしなければならないこととしております。

第１２条第１項では、畑かん施設の管理運営に関する業務の全部、又は一部を当該地区

の水管理組合に委託できることとしております。第２項では、委託する場合に要する経費

については、受託者の負担とすることを記載しております。

第１３条では、この条例の施行に関し、必要な事項を規則で定めることとしておりま

す。

附則といたしまして、第１項に、この条例の施行は、交付の日からといたしておりま

す。第２項に、この条例の施行の際、現に畑かん施設を使用している者は、この条例の施

行日に第５条第１項の規定による許可を受けた者とみなします。

なお、参考資料といたしまして、遠軽町畑地かんがい用水施設条例施行規則を添付して

おりますので、お目通しをお願いしたいと思います。

以上であります。

これより、質疑を行います。○議長（前田篤秀君）

稲場議員。
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第４条第２号で、「その他町長が特に使用を認める者」という記○４番（稲場仁子君）

載がされておりますが、この使用を認める範囲というのをどのように考えていらっしゃる

のか、お尋ねいたします。

大辻生田原総合支所産業課長。○議長（前田篤秀君）

今の御質問にお答えします。○生田原総合支所産業課長（大辻祐一君）

第４条第２号の「その他町長が特に使用を認める者」という部分につきましては、想定

されますのは、災害及びこの畑かん施設の利用を認められていない農業者が一時的に使う

ことを申し出された者を想定しております。

以上であります。

稲場議員。○議長（前田篤秀君）

例えばこの中には、第１条の趣旨の中で畑地における営農用水の○４番（稲場仁子君）

確保、あるいは第３条の中で給水区域が規定されておりますけれども、それを超えてでき

るという判断を今なされているのでしょうか。

大辻生田原総合支所産業課長。○議長（前田篤秀君）

御質問にお答えします。○生田原総合支所産業課長（大辻祐一君）

御質問のありましたとおり、区域を限定している条例でありますけれども、特に認める

者という部分につきましては、一時的に使用しなければならない条件があった場合につい

ては、その区域を越えてもやむを得ないものと解しております。（「済みません、ちょっ

と休憩を求めます」と発言する者あり）

１１時２０分まで、暫時休憩します。○議長（前田篤秀君）

午前１１時００分 休憩

──────────────

午前１１時１９分 再開

会議を再開します。○議長（前田篤秀君）

大辻生田原総合支所産業課長。

先ほどの稲場議員からいただきました質問に○生田原総合支所産業課長（大辻祐一君）

対しまして、回答した部分で不足している部分等がありましたので、答弁をさせていただ

きたいと思います。

先ほどの答弁につきまして、一部私のほうで勘違いをしまして、第３条に係るところの

給水区域については、この区域を出ないというところであります。しかし、区域内にはこ

の畑かん施設を整備していない方もおられますことから、何らかの事情によりまして緊急

避難措置などが生じた場合については、この施設を管理する管理組合と協議した中で認め

ていくということでありますので、第４条第２号につきましては、そういうことで登用さ

せていきたいと思いますので、御理解いただきたいと思います。

ほかに。○議長（前田篤秀君）

（「なし」と呼ぶ者あり）
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質疑なしと認めます。○議長（前田篤秀君）

これをもって、質疑を終わります。

お諮りします。

議案第４号遠軽町畑地かんがい用水施設条例の制定については、なお審査の必要がある

と思われますので、経済常任委員会に付託し、閉会中の審査としたいと思います。これに

御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。○議長（前田篤秀君）

したがって、本案は経済常任委員会に付託し、閉会中の審査とすることに決定しまし

た。

────────────────────────────────────

◎日程第１７ 議案第５号

日程第１７ 議案第５号遠軽町公営バスに関する条例の一部改正○議長（前田篤秀君）

についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

小野寺建設課主幹。

議案第５号遠軽町公営バスに関する条例の一部改正につい○建設課主幹（小野寺宏君）

て御説明させていただきます。

本条例の改正につきましては、遠軽丸瀬布線瀬戸瀬小学校停留所の位置を変更するた

め、本条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定めるものであります。

次のページをお開き願います。

遠軽町公営バスに関する条例の一部を改正する条例で、遠軽町公営バスに関する条例の

一部を次のように改正する。

改正内容につきましては、参考資料により御説明いたしますので、次のページ、遠軽町

公営バスに関する条例新旧対照表をお開き願います。

別表第４の４、遠軽丸瀬布線停留所の名称及び位置の名称、瀬戸瀬小学校の位置で「遠

軽町瀬戸瀬東町１２４番地１地先」を「遠軽町瀬戸瀬東町１１９番地２地先」に改めるも

のでございます。

別紙に戻りまして、附則といたしまして、この条例は、平成２８年１０月１日から施行

するとするものでございます。

以上で説明を終わります。

これより、質疑を行います。○議長（前田篤秀君）

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。○議長（前田篤秀君）

これをもって、質疑を終わります。

これより、議案第５号遠軽町公営バスに関する条例の一部改正についてを採決いたしま
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す。

本案は、討論を省略して、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。○議長（前田篤秀君）

したがって、本案は原案のとおり可決されました。

────────────────────────────────────

◎日程第１８ 議案第６号

日程第１８ 議案第６号遠軽町体育施設条例の一部改正について○議長（前田篤秀君）

を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

堀嶋社会教育課長。

議案第６号遠軽町体育施設条例の一部改正について御説○社会教育課長（堀嶋英俊君）

明いたします。

本案は、えんがる球技場を設置するため、遠軽町体育施設条例の一部を改正するもので

す。

次のページ、別紙をお開き願います。

遠軽町体育施設条例の一部を改正する条例でありまして、遠軽町体育施設条例の一部を

次のように改正するものです。改正の内容は、参考資料新旧対照表により御説明いたしま

すので、参考資料をお開き願います。

遠軽町体育施設条例（抜粋）の新旧対照表でありまして、指定管理者による管理、第３

条第３項中「別表第１６」とあるのを「別表第１７」に改め、開設期間等、第６条第１項

の表中、名称について、えんがるソフトボール球場の次に「えんがる球技場」を加えるも

のです。

次のページをお開き願います。

使用料、第１２条第１項及び第３項中「別表第１６」とあるのを「別表第１７」に改

め、別表第１（第２条関係）、名称及び位置の表中、名称について、えんがるソフトボー

ル球場の次に「えんがる球技場」を、位置について、遠軽町東町１丁目１番地１の次に

「遠軽町福路２丁目１番地２」を加えるものです。

次に、「別表第７（第１２条関係）」として、新たに「えんがる球技場使用料金表（１

コート）」を加え、表にあります「入場料を徴収する場合」から「高校生以下のチーム」

までの使用区分について、時間区分ごとの料金及び夜間照明料金を定め、さらに「備考」

の各項目につきまして、次のページ、４ページの１行目までを定めるものでございます。

次に、「別表第７」を「別表第８」に繰り下げ、えんがる湧別川球技場使用料金表の備

考４中「えんがる多目的広場」とあるのを「えんがる球技場、えんがる多目的広場」に改

め、「別表第８」を「別表第９」に繰り下げ、えんがる多目的広場使用料金表の備考４中

「えんがる湧別川球技場」とあるのを「えんがる球技場、えんがる湧別川球技場」に改
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め、「別表第９」を「別表第１０」に繰り下げ、えんがる湧別川多目的広場使用料金表の

備考４中「えんがる湧別川球技場」とあるのを「えんがる球技場、えんがる湧別川球技

場」に改めるものです。

次に、別表第１０から別表第１６までをそれぞれ一つずつ繰り下げるものでございま

す。

別紙に戻りまして、附則といたしまして、この条例は、平成２９年４月１日から施行す

ることとし、また、指定管理者の指定及びその必要な手続、その他の行為は、施行の日前

に行うことができるとするものです。

以上で、議案第６号の説明を終わります。

これより、質疑を行います。○議長（前田篤秀君）

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。○議長（前田篤秀君）

これをもって、質疑を終わります。

これより、議案第６号遠軽町体育施設条例の一部改正についてを採決いたします。

本案は、討論を省略して、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。○議長（前田篤秀君）

したがって、本案は原案のとおり可決されました。

────────────────────────────────────

◎日程第１９ 議案第７号及び日程第２０ 議案第８号

日程第１９ 議案第７号遠軽町指定地域密着型サービスの事業の○議長（前田篤秀君）

人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について、日程第２０ 議案第

８号遠軽町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域

密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定め

る条例の一部改正について、以上２件は関連がありますので、一括して議題とします。

上程の順により、提出者の説明を求めます。

小谷保健福祉課長。

議案第７号遠軽町指定地域密着型サービスの事業の人○保健福祉課長（小谷英充君）

員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について御説明いたします。

本案は、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成１８

年厚生労働省令第３４号）の一部改正に伴い、本条例を定めるものであります。

別紙をお開き願います。

遠軽町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例

の一部を改正する条例。

遠軽町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例

の一部を次のように改正する。
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別紙の内容を省略いたしまして、参考資料、新旧対照表により御説明いたしますので、

参考資料、遠軽町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定

める条例、新旧対照表をお開き願います。

目次中「第４節、運営に関する基準（第５０条から第５９条）、第４章、認知症対応型

通所介護」を「第４節、運営に関する基準（第５０条から第５９条）、第３章の２、地域

密着型通所介護、第１節、基本方針（第５９条の２）、第２節、人員に関する基準（第５

９条の３・第５９条の４）、第３節、設備に関する基準（第５９条の５）、第４節、運営

に関する基準（第５９条の６から第５９条の２０）、第５節、指定療養通所介護の事業の

基本方針並びに人員、設備及び運営に関する基準、第１款、この節の趣旨及び基本方針

（第５９条の２１・第５９条の２２）、第２款、人員に関する基準（第５９条の２３・第

５９条の２４）、第３款、設備に関する基準（第５９条の２５・第５９条の２６）、第４

款、運営に関する基準（第５９条の２７から第５９条の３８）、第４章、認知症対応型通

所介護」に改める。

１４条中「及び第６７条」を「、第５９条の６、第５９条の２８及び第５９条の２９」

に改める。

第１６条及び第１７条中「第８条第２３項」を「第８条第２４項」に改める。

第３０条第２項及び第５４条第２項中「この章」を「この節」に改める。

第３章の次に、次の１章を加える。

第３章の２、地域密着型通所介護につきましては、３７条の構成となっております。

第１節は基本方針に関する規定でありまして、第５９条の２に定めております。

第２節は人員に関する基準に関する規定でありまして、第５９条の３には従業員の員

数、第５９条の４には管理者について定めております。

第３節は設備に関する基準に関する規定でありまして、第５９条の５には設備及び備品

等について定めております。

第４節は運営に関する基準に関する規定でありまして、第５９条の６には心身の状況等

の把握、第５９条の７には利用料等の受領、第５９条の８には指定地域密着型通所介護の

基本取扱方針、第５９条の９には指定地域密着型通所介護の具体的取扱方針、第５９条の

１０には地域密着型通所介護計画の作成、第５９条の１１には管理者の責務、第５９条の

１２には運営規程、第５９条の１３には勤務体制の確保等、第５９条の１４には定員の遵

守、第５９条の１５には非常災害対策、第５９条の１６には衛生管理等、第５９条の１７

には地域との連携等、第５９条の１８には事故発生時の対応、第５９条の１９には記録の

整備、第５９条の２０には準用について定めております。

第５節は、指定療養通所介護の事業の基本方針並びに人員、設備及び運営に関する基準

に関する規定であります。

第１款は、この節の趣旨及び基本方針に関する規定でありまして、第５９条の２１には

この節の趣旨、第５９条の２２には基本方針を定めております。
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第２款は、人員に関する基準に関する規定でありまして、第５９条の２３には従業員の

員数、第５９条の２４には管理者について定めております。

第３款は、設備に関する基準に関する規定でありまして、第５９条の２５には利用定

員、第５９条の２６には設備及び備品等について定めております。

第４款は、運営に関する基準に関する規定でありまして、第５９条の２７には内容及び

手続の説明及び同意、第５９条の２８には心身の状況等の把握、第５９条の２９には指定

居宅介護支援事業者等との連携、第５９条の３０には指定療養通所介護の具体的取扱方

針、第５９条の３１には療養通所介護計画の作成、第５９条の３２には緊急時等の対応、

第５９条の３３には管理者の責務、第５９条の３４には運営規程、第５９条の３５には緊

急時対応医療機関、第５９条の３６には安全・サービス提供管理委員会の設置、第５９条

の３７には記録の整備、第５９条の３８には準用について定めております。

第６０条中「（法第５条の２に規定する認知症をいう。以下同じ。）」を削る。

第６５条第１項中「第８条第１９項」を「第８条第２０項」に改め、同条第２項中「第

８条第２４項」を「第８条第２５項」に改める。

第６７条及び第６８条を次のように改める。第６７条及び第６８条を削除。

第６９条第２項中指定認知症対応型通所介護者の次に「（単独型・併設型指定認知症対

応型通所介護事業者及び共用型指定認知症対応型通所介護事業者をいう。以下同じ。）」

を加える。

第７２条を次のように改める。第７２条を削除。

第７３条第４号中「第７５条において同じ。」を削る。

第７４条から第７８条までを次のように改める。第７４条から第７８条まで削除。

第７８条の２を削る。

第７９条第２項第５号中「前条第２項」を「次条において準用する第５９条の１８第２

項」に改め、「同項第７号」を「同項第８号」とし、「同項第６号」を「同項第７号」と

し、第５号の次に次の１号を加える。「第６号、次条において準用する第５９条の１７第

２項に規定する報告、評価、要望、助言等の記録、２年」

第８０条中「及び第５３条」を「、第５３条、第５９条の６、第５９条の７、第５９条

の１１及び第５９条の１３から第５９条の１８まで」に、「読み替えるものとする。」を

「、第５９条の１７第１項中「地域密着型通所介護について知見を有する者」とあるのは

「認知症対応型通所介護について知見を有する者」と、第５９条の１８第４項中「第５９

条の５第４項」とあるのは「第６３条第４項」と読み替えるものとする。」に改める。

第８２条第６項の表、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の同一敷地内に中欄に掲

げる施設等のいずれかがある場合の項中「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業

所」の次に「、指定地域密着型通所介護事業所」を加える。

第８７条中「第８条第２３項」を「第８条第２４項」に改める。

第１０５条を次のように改める。第１０５条削除。
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第１０７条第２項第８号中「第１０５条第２項」を「次条において準用する第５９条の

１７第２項」に改める。

第１０８条中「、第７２条、第７４条及び第７７条」を「、第５９条の１１、第５９条

の１３、第５９条の１６及び第５９条の１７」に、「、並びに第７２条及び第７４条中

「認知症対応型通所介護従業者」を「、及び第５９条の１３第３項中「地域密着型通所介

護従業者」」に、「第７２条第２項」を「第５９条の１１第２項」に、「読み替えるもの

とする。」を「、第５９条の１７第１項中「地域密着型通所介護について知見を有する

者」とあるのは「小規模多機能型居宅介護について知見を有する者」と、「６月」とある

のは「２月」と、「活動状況」とあるのは「通いサービス及び宿泊サービスの提供回数等

の活動状況」と読み替えるものとする。」に改める。

第１０９条中「第８条第１９項」を「第８条第２０項」に改める。

第１２７条第２項第７号中「第１０５条第２項」を「第５９条の１７第２項」に改め

る。

第１２８条中「、第７２条、第７７条」を「、第５９条の１１、第５９条の１６、第５

９条の１７第１項から第４項まで」に、「、第１０４条及び第１０５条第１項から第４項

まで」を「及び第１０４条」に、「第７２条第２項」を「第５９条の１１第２項」に改

め、「第４節」と」の次に「、第５９条の１７第１項中「地域密着型通所介護について知

見を有する者」とあるのは「認知症対応型共同生活介護について知見を有する者」と、

「６月」とあるのは「２月」と」を加え、「、第１０５条第１項中「小規模多機能型居宅

介護について知見を有する者」とあるのは「認知症対応型共同生活介護について知見を有

する者」と、「通いサービス及び宿泊サービスの提供回数等の活動状況」とあるのは「活

動状況」と」を削る。

第１２９条第１項中「第８条第２０項」を「第８条第２１項」に改める。

第１４８条第２項第８号中「第１０５条第２項」を「第５９条の１７第２項」に改め

る。

第１４９条中「、第７２条、第７６条、第７７条、第９９条及び第１０５条第１項から

第４項まで」を「、第５９条の１１、第５９条の１５、第５９条の１６、第５９条の１７

第１項から第４項まで及び第９９条」に、「第７２条第２項」を「第５９条の１１第２

項」に、「、第１０５条第１項中「小規模多機能型居宅介護について知見を有する者」と

あるのは「地域密着型特定施設入居者生活介護について知見を有する者」と、「通いサー

ビス及び宿泊サービスの提供回数等の活動状況」とあるのは「活動状況」と」を「、第５

９条の１７第１項中「地域密着型通所介護について知見を有する者」とあるのは「地域密

着型特定施設入居者生活介護について知見を有する者」と、「６月」とあるのは「２月」

とに改める。

第１５０条第１項中「第８条第２１項」を「第８条第２２項」に改める。

第１５１条第１３項中「指定短期入所生活介護事業所等」の次に「、指定地域密着型通
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所介護事業所」を加える。

第１７６条第２項第９号中「第１０５条第２項」を「第５９条の１７第２項」に改め

る。

第１７７条中「、第７２条、第７６条、第１０５条第１項から第４項まで」を「、第５

９条の１１、第５９条の１５及び第５９条の１７第１項から第４項まで」に、「第７２条

第２項」を「第５９条の１１第２項」に、「、第１０５条第１項中「小規模多機能型居宅

介護について知見を有する者」とあるのは「地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

について知見を有する者」と、「通いサービス及び宿泊サービスの提供回数等の活動状

況」とあるのは「活動状況」と」を「、第５９条の１７第１項中「地域密着型通所介護に

ついて知見を有する者」とあるのは「地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護につい

て知見を有する者」と、「６月」とあるのは「２月」と」に改める。

第１８９条中「、第７２条、第７６条、第１０５条第１項から第４項まで」を「、第５

９条の１１、第５９条の１５、第５９条の１７第１項から第４項まで」に、「第７２条第

２項」を「第５９条の１１第２項」に、「、第１０５条第１項中「小規模多機能型居宅介

護について知見を有する者」とあるのは「地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に

ついて知見を有する者」と、「通いサービス及び宿泊サービスの提供回数等の活動状況」

とあるのは「活動状況」と」を「、第５９条の１７第１項中「地域密着型通所介護につい

て知見を有する者」とあるのは「地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護について知

見を有する者」と、「６月」とあるのは「２月」と」に改める。

第２０１条第２項第１０号中「第１０５条第２項」を「第５９条の１７第２項」に改め

る。

第２０２条中「、第７２条、第７４条、第７７条」を「、第５９条の１１、第５９条の

１３、第５９条の１６、第５９条の１７」に、「及び第１００条から第１０６条」を「、

第１００条から第１０４条まで及び第１０６条」に、「「定期巡回・随時対応型訪問介護

看護従事者」とあり、第７２条及び第７４条中「認知症対応型通所介護従業者」とあり、

並びに」を「「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従事者」とあるのは「看護小規模多機

能型居宅介護従業者」と、第５９条の１１第２項中「この節」とあるのは「第９章第４

節」と、第５９条の１３中「地域密着型通所介護従業者」とあるのは「看護小規模多機能

型居宅介護従業者」と、第５９条の１７第１項中「地域密着型通所介護について知見を有

する者」とあるのは「看護小規模多機能型居宅介護について知見を有する者」と、「６

月」とあるのは「２月」と」、「活動状況」とあるのは「通いサービス及び宿泊サービス

の提供回数等の活動状況」と、」に改める。

別紙に戻りまして、附則第１項、施行期日につきましては、この条例は、公布の日から

施行する。

附則第２項、経過措置につきましては、この条例による改正後の遠軽町指定地域密着型

サービス事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例第５９条の１９第２項及び
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第５９条の３７第２項の規定は、この条例の施行の際、現に指定地域密着型サービスの事

業の人員、設備及び運営に関する基準第３６条第２項及び第４０条の１５第２項の規定に

より保存されている記録（その整備が完結していないものを含む。）及びこの条例の施行

の日以後に整備される記録について適用する。

議案第７号については、以上で説明を終わります。

続いて、議案第８号遠軽町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運

営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に

関する基準を定める条例の一部改正について御説明いたします。

本案は、指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域

密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（平成

１８年厚生労働省令第３６号）の一部改正に伴い、本条例を定めるものです。

別紙をお開き願います。

遠軽町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密

着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める

条例の一部を改正する条例。

遠軽町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密

着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める

条例の一部を次のように改正する。

別紙の内容を省略いたしまして、参考資料、新旧対照表により御説明いたしますので、

参考資料、遠軽町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指

定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

を定める条例、新旧対照表をお開き願います。

第９条第１項中「第８条第１９項」を「第８条第２０項」に改め、同条第２項中、「第

８条第２４項」を「第８条第２５項」に改める。

第３９条中、「第２項」を「第４項」とし、「第１項」を「第３項」とし、同項の前に

次の２項を加える。

指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、指定介護予防認知症対応型通所介護の提

供に当たっては、利用者、利用者の家族、地域住民の代表者、指定介護予防認知症対応型

通所介護事業所が所在する町の職員又は当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業所が

所在する区域を管轄する法第１１５条の４６第１項に規定する地域包括支援センターの職

員、介護予防認知症対応型通所介護について知見を有する者等により構成される協議会

（以下この項において「運営推進会議」という。）を設置し、おおむね６月に１回以上、

運営推進会議に対し指定介護予防認知症対応型通所介護の活動状況を報告し、運営推進会

議による評価を受けるとともに、運営推進会議から必要な要望、助言等聴く機会を設けな

ければならない。

第２項、指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、前項の報告、評価、要望、助言
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等についての記録を作成するとともに、当該記録を公表しなければならない。

第３９条に次の１項を加える。

第５項、指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、指定介護予防認知症対応型通所

介護事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対して指定介護予防認知症対

応型通所介護を提供する場合には、当該建物に居住する利用者以外の者に対しても指定介

護予防認知症対応型通所介護の提供を行うよう努めなければならない。

第４０条第２項中「第７号」を「第８号」とし、「第６号」を「第７号」とし、第５号

の次に、次の一号を加える。

第６号、前条第２項に規定する報告、評価、要望、助言等の記録、２年

第４４条第６項の表、当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の同一敷地内に

中欄に掲げる施設等のいずれかがある場合の項中指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護

事業所の次に「、指定地域密着型通所介護事業所、」を加える。

第６２条を次のように改める。第６２条を削除。

第６５条中「及び第３８条」を「から第３９条まで」に、「読み替える」を「、第３９

条第１項中「介護予防認知症対応型通所介護について知見を有する者」とあるのは「介護

予防小規模多機能型居宅介護について知見を有する者」と、「６月」とあるのは「２月」

と、「活動状況」とあるのは「通いサービス及び宿泊サービスの提供回数等の活動状況」

と読み替える」に改める。

第８６条中第３８条の次に「、第３９条（第５項を除く。）」を加え、「、第６１条及

び第６２条」を「及び第６１条」に、「第６２条第１項中「介護予防小規模多機能型居宅

介護」を「第３９条第１項中「介護予防認知症対応型通所介護」に、「「通いサービス及

び宿泊サービスの提供回数等の活動状況」とあるのは「活動状況」」を「「６月」とある

のは「２月」」に改める。

別紙に戻りまして、附則としまして、この条例は、公布の日から施行する。

以上で説明を終わります。

これより、一括上程しました議案２件の質疑を行います。○議長（前田篤秀君）

質疑は、上程の順により、各案件ごとに行います。

これより、議案第７号の質疑を行います。

稲場議員。

条例の中身のことではないのですけれども、何条が削除されてい○４番（稲場仁子君）

る部分があるのですけれども、削除されたところに関しては、欠番という言い方が合うの

かどうかわからないのですけれども、以下の条文を繰り上げて条例の第何条の数を変える

ということは、今回はしないのでしょうか。

小谷保健福祉課長。○議長（前田篤秀君）

しておりません。○保健福祉課長（小谷英充君）

稲場議員。○議長（前田篤秀君）
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それで全く問題ないという判断でよろしいですか。○４番（稲場仁子君）

小谷保健福祉課長。○議長（前田篤秀君）

その点については問題ないということで、総務課と協議○保健福祉課長（小谷英充君）

をさせていただきました。

ほかに。○議長（前田篤秀君）

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。○議長（前田篤秀君）

これをもって、議案第７号の質疑を終わります。

次に、議案第８号の質疑を行います。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。○議長（前田篤秀君）

これをもって、議案第８号の質疑を終わります。

以上、議案２件の質疑を終わります。

これより、一括上程しました議案２件を採決いたします。

採決は、上程の順により、各案件ごとに行います。

これより、議案第７号遠軽町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関

する基準を定める条例の一部改正についてを採決いたします。

本案は、討論を省略して、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。○議長（前田篤秀君）

したがって、本案は原案のとおり可決されました。

次に、議案第８号遠軽町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営

並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関

する基準を定める条例の一部改正についてを採決いたします。

本案は、討論を省略して、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。○議長（前田篤秀君）

したがって、本案は原案のとおり可決されました。

１時まで暫時休憩します。

午前１１時５６分 休憩

──────────────

午後 ０時５７分 再開

休憩前に引き続き、会議を開きます。○議長（前田篤秀君）

奥田議員が出席です。

────────────────────────────────────

◎日程第２１ 議案第９号
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日程第２１ 議案第９号遠軽町家庭的保育事業等の設備及び運営○議長（前田篤秀君）

に関する基準を定める条例の一部改正についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

菊地子育て支援課長。

議案第９号遠軽町家庭的保育事業等の設備及び運営に○子育て支援課長（菊地 隆君）

関する基準を定める条例の一部改正する条例について説明いたします。

本条例につきましては、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準（平成２６年厚

生労働省令第６１号）の一部改正に伴い、遠軽町家庭的保育事業等の設備及び運営に関す

る基準を定める条例の一部を改正するものです。

別紙、遠軽町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正

する条例を省略いたしまして、新旧対照表により説明いたします。

参考資料、１ページをお開き願います。

遠軽町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例でありますが、第２

９条第７号イ及び次ページ第４４条第８号イ中「外気に向かって開くことのできる窓若し

くは排煙設備（同条第３項第１号に規定する国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの

その他有効に排煙することができると認められるものに限る。）を有する付室」を「付室

（階段室が同条第３項第２号に規定する構造を有する場合を除き、同号に規定する構造を

有するものに限る。）」に、「同条第３項第２号、第３号及び第９号」を「同条第３項第

３号、第４号及び第１０号」に改めるものです。

別紙に戻りまして、この条例は、公布の日から施行するものです。

以上で説明を終わります。

これより、質疑を行います。○議長（前田篤秀君）

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。○議長（前田篤秀君）

これをもって、質疑を終わります。

これより、議案第９号遠軽町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条

例の一部改正についてを採決いたします。

本案は、討論を省略して、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。○議長（前田篤秀君）

したがって、本案は原案のとおり可決されました。

────────────────────────────────────

◎日程第２２ 議案第１１号

日程第２２ 議案第１１号平成２７年度遠軽町水道事業会計未処○議長（前田篤秀君）

分利益剰余金の処分についてを議題とします。

提出者の説明を求めます。
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久保水道課長。

議案第１１号平成２７年度遠軽町水道事業会計未処分利益剰○水道課長（久保英之君）

余金の処分について御説明いたします。

平成２７年度遠軽町水道事業会計未処分利益剰余金５,６５９万８,８６３円のうち３,

５００万円を減債積立金として処分することについて、地方公営企業法第３２条第２項の

規定により、議会の議決を求めるものであります。

以上で説明を終わります。

これより、質疑を行います。○議長（前田篤秀君）

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。○議長（前田篤秀君）

これをもって、質疑を終わります。

これより、議案第１１号平成２７年度遠軽町水道事業会計未処分利益剰余金の処分につ

いてを採決いたします。

本案は、討論を省略して、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。○議長（前田篤秀君）

したがって、本案は原案のとおり可決されました。

────────────────────────────────────

◎日程第２３ 議案第１２号

日程第２３ 議案第１２号平成２７年度遠軽町下水道事業会計未○議長（前田篤秀君）

処分利益剰余金の処分についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

久保水道課長。

議案第１２号平成２７年度遠軽町下水道事業会計未処分利益○水道課長（久保英之君）

剰余金の処分について御説明いたします。

平成２７年度遠軽町下水道事業会計未処分利益剰余金１億６,２７１万４,６３５円のう

ち１億４,０００万円を減債積立金として処分することについて、地方公営企業法第３２

条第２項の規定により、議会の議決を求めるものであります。

以上で説明を終わります。

これより、質疑を行います。○議長（前田篤秀君）

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。○議長（前田篤秀君）

これをもって、質疑を終わります。

これより、議案第１２号平成２７年度遠軽町下水道事業会計未処分利益剰余金の処分に

ついてを採決いたします。

本案は、討論を省略して、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
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（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。○議長（前田篤秀君）

したがって、本案は原案のとおり可決されました。

────────────────────────────────────

◎日程第２４ 議案第３号及び日程第２５ 議案第１０号、

日程第２６ 議案第１３号及び日程第２７ 議案１４号

日程第２４ 議案第３号遠軽町デマンド型乗合タクシーに関する○議長（前田篤秀君）

条例の制定について、日程第２５ 議案第１０号指定管理者の指定について、日程第２６

議案第１３号平成２８年度遠軽町一般会計補正予算（第６号）、日程第２７ 議案第１

４号平成２８年度遠軽町介護保険特別会計補正予算（第１号）、以上４件は関連がありま

すので、一括して議題とします。

上程の順により、提出者の説明を求めます。

佐藤企画課長。

議案第３号遠軽町デマンド型乗合タクシーに関する条例の制○企画課長（佐藤祐治君）

定について御説明いたします。

本案は、デマンド型乗合タクシーを運行するため、本条例を定めるものです。

それでは、別紙をお開き願います。

遠軽町デマンド型乗合タクシーに関する条例。

本条例は、全１５条で構成しております。

第１条は、本条例の趣旨でありまして、地域住民の交通手段を確保し、福祉の増進に寄

与するため、デマンド型乗合タクシーを運行することについて、必要な事項を規定するも

のです。

第２条は、定義規定として、第１条に規定するデマンド型乗合タクシーの意義を明確に

するため規定するものです。

第３条は、運行の方法として、遠軽町が道路運送法の規定により国土交通大臣の登録を

受けて実施することを規定するものです。

第４条は、運行区域として、生田原地区、安国地区のそれぞれの範囲を運行区域として

規定するものです。

第５条は、運行日及び運行時間に関することを規定するものです。

なお、運行時間については、参考資料として添付しております遠軽町デマンド型乗合タ

クシーに関する条例施行規則に定めるものであります。

第６条は、利用者として、遠軽町の住民基本台帳に記録されている者、その他町長が特

に利用を認める者と規定するものです。

第７条は、利用方法として、事前登録及び事前予約について規定するものです。

第８条は、利用者の登録の取消しについて規定するものです。

第９条は、利用料金について、別表に定めるとともに、利用料金の減額について規定す
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るものです。

なお、利用料金の減額につきましては、施行規則に定めるものであります。

第１０条は、利用料金の還付についての規定。

第１１条は、利用者の責務についての規定。

第１２条は、利用の禁止についての規定。

第１３条は、損害賠償について規定するものです。

第１４条は、業務の委託として、デマンドタクシーの運行に関する業務の全部、又は一

部を一般乗合旅客自動車運送事業者に委託することを規定するものです。

第１５条は、委任に関する規定としまして、この条例に定めるもののほか、この条例の

施行に関し必要な事項は、規則で定めることを規定するものです。

なお、附則としまして、この条例は、公布の日から施行するものです。

また、参考資料としまして、遠軽町デマンド型乗合タクシーに関する条例施行規則を添

付しておりますので、お目通しを願います。

以上で説明を終わります。

鈴木情報管財課長。○議長（前田篤秀君）

議案第１０号指定管理者の指定について御説明いたしま○情報管財課長（鈴木 浩君）

す。

地方自治法第２４４条の２第６項の規定により、公の施設えんがるロックバレースキー

場の指定管理者を指定することについて、議会の議決を求めるものであります。

公の施設の名称は、えんがるロックバレースキー場であります。

指定管理者は、遠軽町野上１５０番地１、株式会社フォーレストパーク、代表取締役廣

井澄夫であります。

指定の期間は、平成２８年１２月１日から平成３１年３月３１日までであります。

次のページ、参考資料をお開き願います。

公の施設の名称、指定管理者の名称等の名称及び所在地は、記載のとおりでございま

す。

業務につきましては、ア、えんがるロックバレースキー場の維持管理に関する業務、

イ、運営に関する業務、ウ、使用の許可に関する業務、エ、使用の許可に係る料金の収受

に関する業務、オ、前各号に掲げるもののほか、教育委員会が管理運営上必要と認める業

務であります。

指定の期間は、記載のとおりであります。

指定管理料は、８,０９７万１,０００円で、各年度の額は記載のとおりであります。

候補者の選定に当たりましては、８月１８日指定管理者選定委員会を開催し、提出され

た申請書を審査しております。選定結果の非公募とした理由でありますが、スキー場の運

営には降雪などの気象条件の中で安定的な運営を行うためのノウハウや索道事業、人工降

雪などの専門技術が求められることから、これまでスキー場を運営してきた株式会社
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フォーレストパークの管理・運営技術や専門技能といった経営資源を活用することでス

キー場における公共サービスの効果的・効率的な提供が見込まれるため、公募によらない

ことが適当であると判断したものであります。

選定の理由として、申請者から提出された申請書の内容について審査の結果、えんがる

ロックバレースキー場の設置目的の達成に有効な運営方針に基づき、利用者サービスの向

上のための具体的な計画、施設の適切な維持及び管理に係る計画、施設管理を安定的に行

う人員計画が確実で具体的な内容となっており、施設の効用を発揮するものと評価されま

した。

また、これまでの管理・運営技術や専門技能を活かし、施設管理を安定して行う能力及

び組織体制を備えている点も評価されたため、株式会社フォーレストパークを指定管理者

の候補者に選定したものであります。

協定につきましては、指定の議決後に、提出された申請書をもとに施設管理に係る細目

的事項を協議し、協定を締結することとしております。

以上で説明を終わります。

大堀財政課長。○議長（前田篤秀君）

議案第１３号平成２８年度遠軽町一般会計補正予算（第６○財政課長（大堀 聡君）

号）について説明いたします。

平成２８年度遠軽町一般会計補正予算（第６号）につきましては、既定の歳入歳出予算

の総額に歳入歳出それぞれ７,０３９万６,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を１７

３億４,７６０万５,０００円とするものです。

補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」により説明いたします。

継続費の追加は、「第２表継続費補正」により説明いたします。

債務負担行為の追加は、「第３表債務負担行為補正」により説明いたします。

地方債の変更は、「第４表地方債補正」により説明いたします。

次のページをお開き願います。

第１表、歳入歳出予算補正の歳入から説明いたします。

１３款使用料及び手数料につきましては、１項使用料に４４万円を追加し、総額を４億

４,５９６万５,０００円とするものです。

１４款国庫支出金につきましては、２項国庫補助金に５７０万７,０００円を追加し、

総額を１１億６,６９４万７,０００円とするものです。

１５款道支出金につきましては、２項道補助金に８０万円を追加し、総額を１２億８,

２００万円とするものです。

１７款寄附金につきましては、１項寄附金に２９１万８,０００円を追加し、総額を１,

６９７万円とするものです。

１９款繰越金につきましては、１項繰越金に４,６３７万円を追加し,総額を１億２３９

万４,０００円とするものです。
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２０款諸収入につきましては、５項雑入に１６６万１,０００円を追加し、総額を２億

７,９４３万３,０００円とするものです。

２１款町債につきましては、１項町債に１,２５０万円を追加し、総額を３０億１,６３

０万円とするものです。

これによりまして、歳入合計１７２億７,７２０万９,０００円に７,０３９万６,０００

円を追加し、総額を１７３億４,７６０万５,０００円とするものです。

次に、歳出について説明いたします。

次のページをお開き願います。

２款総務費につきましては、１項総務管理費に５,２４４万６,０００円を追加、３項戸

籍住民基本台帳費に５０６万６,０００円を追加し、総額を３１億５,０９３万５,０００

円とするものです。

４款衛生費につきましては、１項保健衛生費に１８６万４,０００円を追加し、総額を

１６億２,１８５万８,０００円とするものです。

７款商工費につきましては、１項商工費に１９３万４,０００円を追加し、総額を４億

４,６０５万１,０００円とするものです。

１０款教育費につきましては、１項教育総務費に３４０万円を追加、６項保健体育費に

５６８万６,０００円を追加し、総額を２１億５,７０６万４,０００円とするものです。

これによりまして、歳出合計１７２億７,７２０万９,０００円に７,０３９万６,０００

円を追加し、総額を歳入歳出同額の１７３億４,７６０万５,０００円とするものです。

次に、第２表、継続費補正について説明いたします。

継続費につきましては、２款総務費１項総務管理費（仮称）えんがる町民センター建設

基本・実施設計業務委託、総額１億２,５２８万円、年割額、平成２８年度１,３６０万

８,０００円、平成２９年度３,０６７万２,０００円、平成３０年度８,１００万円を追加

するものです。

次に、第３表、債務負担行為補正について説明いたします。

次のページをお開き願います。

債務負担行為につきましては、えんがるロックバレースキー場指定管理料、期間、平成

２８年度から平成３０年度、限度額、７,７７９万５,０００円を追加するものです。

次に、第４表、地方債補正について説明いたします。

地方債につきましては、福祉センター建替事業の限度額を事業の追加により３億６,２

９０万円に変更するものです。

起債の方法、利率、償還の方法は、それぞれ補正前と変更はありません。

次に、歳入歳出補正予算事項別明細書の総括を省略いたしまして、歳出から説明いたし

ます。

１１ページをお開き願います。

２款総務費１項総務管理費１目一般管理費、総務一般経費９万６,０００円につきまし
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ては、町民憲章、町花・町木等の周知用ポスターの作製に係る印刷製本費を計上するもの

です。

３目財政管理費、財政管理一般経費９８万３,０００円につきましては、新地方公会計

制度への移行に係る財務会計システム改修業務委託料を計上するものです。

６目企画費、企画一般経費２,７２５万８,０００円につきましては、（仮称）えんがる

町民センター建設に係る経費として、岩見通南２丁目補償費算定業務委託料３２０万円、

（仮称）えんがる町民センター建設基本・実施設計業務委託料１,３６０万８,０００円、

旧遠軽中央病院解体工事実施設計業務委託料１,０００万円、ホテルノースキングの記念

行事に係る経費としてホテルノースキングオープン２５周年記念行事負担金４５万円を計

上するものです。

８目交通対策費、地域公共交通事業２６２万円につきましては、生田原地域のデマンド

型乗合タクシーの運行に係る経費として、運転手に係る臨時職員賃金１７５万６,０００

円、車両に係る消耗品費１１万６,０００円及び燃料費９万８,０００円、車両用ステッ

カーの作製に係る印刷製本費６万円、車両に係る修繕料４４万円、予約受付用携帯電話に

係る通信運搬費６万円、車検等に係る手数料１万５,０００円、自動車損害保険料２万８,

０００円、アルコール検知器の購入に係る備品購入費１万３,０００円、自動車重量税３

万４,０００円を計上するものです。

１０目自治振興費、生活安全灯維持事業８２万１,０００円につきましては、生活安全

灯の撤去及び電柱共架に係る岩見通北１１丁目生活安全灯改修工事を計上するものです。

１４目諸費、過誤納還付１,７７５万円につきましては、平成２７年度障がい者自立支

援事業等負担金の精算に伴う税外過誤納還付金を計上するものです。

１５目基金運営費、基金運営事業２９１万８,０００円につきましては、指定寄附金１

２件、１５４万円、ふるさと納税寄附金１７０件、１３７万８,０００円により、まちづ

くり振興基金積立金を計上するものです。

３項戸籍住民基本台帳費１目戸籍住民基本台帳費、戸籍・住民基本台帳管理事業５０６

万６,０００円につきましては、国の補助金の追加に伴うマイナンバーカードの交付事務

に係る経費として、消耗品費５,０００円、通信運搬費３万２,０００円、通知カード・個

人番号カード関連事務負担金５０２万９,０００円を計上するものです。

４款衛生費１項保健衛生費３目予防費、予防接種事業１１１万４,０００円につきまし

ては、予防接種法の改正によるＢ型肝炎予防接種に係る予防接種委託料を計上するもので

す。

４目環境衛生費、環境衛生一般経費７５万円につきましては、飲料水給水ポンプの取り

替えに係る飲料水確保事業補助金を計上するものです。

７款商工費１項商工費１目商工業振興費、商店街助成事業８３万８,０００円につきま

しては、店舗の近代化に係る商工業振興補助金を計上するものです。

５目観光施設費、虹のひろば管理運営事業１０９万６,０００円につきましては、コス
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モスの生育を改善するため、コスモス園の土壌改良に係る堆肥散布業務委託料を計上する

ものです。

１０款教育費１項教育総務費３目教育振興費、教育振興一般経費３４０万円につきまし

ては、中体連等の全道大会出場による学校行事負担金２４０万円、遠軽高等学校の生徒確

保事業に係る遠軽高等学校教育振興補助金１００万円を計上するものです。

６項保健体育費１目保健体育総務費、保健体育各種大会参加費補助事業１６７万円につ

きましては、各種大会出場及び開催に係る社会体育振興補助金を計上するものです。保健

体育一般経費８４万円につきましては、スポーツ合宿に係る社会体育振興補助金を計上す

るものです。

２目体育施設費、スキー場管理運営事業３１７万６,０００円につきましては、えんが

るロックバレースキー場指定管理料を計上するものです。

次に、歳入について説明いたします。

９ページをお開き願います。

１３款使用料及び手数料１項使用料１目総務使用料４４万円につきましては、デマンド

タクシー使用料の追加です。

１４款国庫支出金２項国庫補助金１目総務費国庫補助金５７０万７,０００円につきま

しては、個人番号カード交付事業費補助金及び個人番号カード交付事務費補助金の追加で

す。

１５款道支出金２項道補助金１目総務費道補助金８０万円につきましては、デマンド型

乗合タクシーの運行の係る地域づくり総合交付金の追加です。

１７款寄附金１項寄附金２目指定寄附金１５４万円につきましては、まちづくり振興資

金として４件、１１５万円、社会福祉振興資金として７件、３６万円、スポーツ振興資金

として１件、３万円の指定寄附をいただいたものです。

３目ふるさと納税寄附金１３７万８,０００円につきましては、１７０件のふるさと納

税をいただいたものです。

１９款繰越金１項繰越金１目繰越金４,６３７万円につきましては、前年度繰越金の追

加です。

２０款諸収入５項雑入５目過年度収入１４２万円につきましては、平成２７年度障がい

者自立支援事業等に係る国及び道の負担金の追加です。

６目雑入２４万１,０００円につきましては、道道奥瀬戸瀬停車場線の拡幅に伴う支障

物件等補償費の追加です。

２１款町債１項町債１目総務債１,２５０万円につきましては、福祉センター建替事業

債の追加です。

以上で説明を終わります。

小谷保健福祉課長。○議長（前田篤秀君）

議案第１４号平成２８年度遠軽町介護保険特別会計補正○保健福祉課長（小谷英充君）
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予算（第１号）について御説明いたします。

平成２８年度遠軽町介護保険特別会計補正予算（第１号）につきましては、既定の歳入

歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２３２万５,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額

を１７億７９７万８,０００円とするものです。

補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」により御説明いたしま

す。

次のページをお開き願います。

第１表、歳入歳出予算補正の歳入から御説明いたします。

９款繰越金につきましては、１項繰越金に２３２万５,０００円を追加し、総額を２３

２万６,０００円とするものです。

これによりまして、歳入合計１７億５６５万３,０００円に２３２万５,０００円を追加

し、総額を１７億７９７万８,０００円とするものです。

次に、歳出について御説明いたします。

次のページをお開き願います。

６款諸支出金につきましては、１項償還金及び還付加算金に２３２万５,０００円を追

加し、総額を２５３万５,０００円とするものです。

これによりまして、歳出合計１７億５６５万３,０００円に２３２万５,０００円を追加

し、総額を歳入歳出同額の１７億７９７万８,０００円とするものです。

次に、歳入歳出補正予算事項別明細書の総括を省略いたしまして、歳出から御説明いた

します。

８ページをお開き願います。

６款諸支出金１項償還金及び還付加算金３目償還金、償還金２３２万５,０００円につ

きましては、平成２７年度介護給付費等の確定による介護給付費負担金等返還金でありま

す。

次に、歳入について御説明いたします。

６ページをお開き願います。

９款繰越金１項繰越金１目繰越金２３２万５,０００円につきましては、平成２７年度

介護給付費等返還金充当による前年度繰越金の追加であります。

以上で説明を終わります。

これより、一括上程しました議案４件の質疑を行います。○議長（前田篤秀君）

質疑は、上程の順により、各案件ごとに行います。

これより、議案第３号の質疑を行います。

岩澤議員。

第６条の利用者について、第２項に、その他町長が特に利用を認○９番（岩澤武征君）

める者というのは、具体的にどういうことかということ。それから第１０条、利用料金の

還付について、ここにもまた、町長が特に認めたときということがありますが、これは具



－ 44 －

《平成２８年９月７日》

体的にどういうことかと。それから第１３条、ここにも損害賠償で、町長が特別の理由が

あると認めるときとそれぞれありますが、この特別な理由とか、特に認めたときというこ

とは、それぞれどういう具体的な内容なのかをちょっと説明願いたいと思います。

佐藤企画課長。○議長（前田篤秀君）

ただいまの御質問にお答えしたいと思います。○企画課長（佐藤祐治君）

まず、第６条の部分です。「その他町長が特に利用を認める者」ということで記載の部

分なのですが、特に生田原地域、それから安国地域には福祉施設がございます。そちらの

ほうに入所されている方に町外から御家族の方とかがお見舞とか面会に来る可能性があり

ますので、そういったことを想定して、この条文に入れ込んだということになります。そ

ういったことも含めて、そのほかこちらで想定し得ない部分もあろうかと思いますので、

そういったことも対応できるような形でこういった条文を盛り込んでいるということで御

理解いただきたいと思います。

第１０条の部分で、「ただし町長が特に認めたときはこの限りではない」ということで

盛り込んであります。これも、こちらで実際に、既に納入された利用料金につきまして

は、運送の対価として負担していただくものでありますが、還付ということがなじまない

とは思うのですが、誤って過誤納があった場合には還付することができるということで、

今回条文に盛り込んだということで御理解いただきたいと思います。

それから、最後第１３条になります。こちらも、私どもでちょっと想定し得ない部分も

あろうかと思いますので、そういった部分も含めて盛り込んだ部分もあります。何らかの

理由で損害を与えてしまう場合もあろうかと思いますので、御本人が御病気とか、いろい

ろな状況があろうかと思います。そういった部分も含めて、何でもかんでも損害賠償請求

するよということではなくて、そういったことでいろいろなことを想定しながら、こう

いった条文を盛り込まさせていただいたということで御理解いただきたいと思います。

以上です。

岩澤議員。○議長（前田篤秀君）

第１０条の利用料金についてですが、ここには特別の理由がある○９番（岩澤武征君）

方、これは規則に定めたということで、規則には障がい者手帳の保持者、それから療育手

帳、それから精神障害者福祉手帳及びその介助者という三つの種類の方だけなのでしょう

か。それ以外に対象者はありますか。

佐藤企画課長。○議長（前田篤秀君）

ただいまの御質問にお答えしたいと思います。○企画課長（佐藤祐治君）

規則でうたっております、今のところこの三つでということで考えておりますので御理

解いただきたいと思います。

ほかに。○議長（前田篤秀君）

阿部議員。

第７条の第２項なのですけれども、デマンドタクシーを利用す○１０番（阿部君枝君）
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る場合はあらかじめ予約をしなければならないとなっているのですが、これはあらかじめ

はどのくらいのことを指しているのか、ちょっとお聞かせいただきたいです。

佐藤企画課長。○議長（前田篤秀君）

予約につきましては、業務時間であります８時４５分から午○企画課長（佐藤祐治君）

後４時までとしまして、乗車日の祝日・休日を除きます７日前まで受け付けたいというふ

うに考えております。

以上です。

阿部議員。○議長（前田篤秀君）

乗車日の７日前ですか。７日前から受け付けるということです○１０番（阿部君枝君）

か。

佐藤企画課長。○議長（前田篤秀君）

申し訳ございません。７日前から受け付けたいと思います。○企画課長（佐藤祐治君）

阿部議員。○議長（前田篤秀君）

それは、例えば当日８時４５分ですと、朝というわけにはいき○１０番（阿部君枝君）

ませんよね。そうしましたら、どこまででしたらいいですよとか、何かあるのですか。例

えば８時４５分に乗ろうとしたら、前の日でなければだめですよとか、当然そうでしょ

う。１週間前から受けるのはわかるのですけれども、最低ここまでとか。

佐藤企画課長。○議長（前田篤秀君）

基本は朝一番で御利用される方につきましては、前の日にご○企画課長（佐藤祐治君）

連絡いただければなと思うのですが、その辺は臨機応変な形で、対応はできる範囲でやり

たいと思っておりますので御理解いただきたいと思います。

ほかに。○議長（前田篤秀君）

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。○議長（前田篤秀君）

これをもって、議案第３号の質疑を終わります。

次に、議案第１０号の質疑を行います。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。○議長（前田篤秀君）

これをもって、議案第１０号の質疑を終わります。

次に、議案第１３号の質疑を行います。

質疑は、第１表、歳入歳出予算補正を省略して、歳入歳出補正予算事項別明細書の３、

歳出より各款ごとに行います。

２款総務費、１１ページから１４ページ。

稲場議員。

１２ページのホテルノースキングオープン２５周年記念行事負担○４番（稲場仁子君）

金についてお尋ねいたします。
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これについては、委員会でも説明を受けておりまして、さまざまな意見が出る中、近隣

地域含め一般住民の方々に還元できるような催しも考えていただきたいという要望を出し

ておりましたが、その後どのような検討がなされたのでしょうか。

佐藤企画課長。○議長（前田篤秀君）

ただいまの御質問にお答えしたいと思います。○企画課長（佐藤祐治君）

その後、振興公社と打ち合わせをさせていただきまして、町民への還元ということで１

０月１７日月曜日、一日限定なのですが、温泉を町民に限り無料開放したいということで

打ち合わせをさせていただいております。そういったことで、記念事業の一環ということ

で、第１弾ということで行いたいと。第２弾ということで、今回補正を上げさせていただ

きましたディナーショーということで考えているということです。それから第３弾という

ことで、１２月に、これは町民以外の方のということで、牛肉フェアという部分でメ

ニューの半額ということで考えているということで、打ち合わせをさせていただいており

ます。

以上です。

阿部議員。○議長（前田篤秀君）

１２ページの１３節委託料なのですが、ここでえんがる町民セ○１０番（阿部君枝君）

ンター建替業務委託料、また中央病院のこういう業務委託料とあるのですが、これは当初

福祉センター建て替え工事ということで、こういう名前にも変わって進めているわけなの

ですが、業務委託料というのは全体の工事をやる段階で、その中に含まれて計画されてい

るのかどうか、ちょっと疑問に思うことが多く、何かその事業を一つやるのに、例えば小

さなことですけれども、自分の家を建てるとしましたら２,０００万円の家を建てるとい

う一つの計画をしますよね。その中にはいろいろなことを含めてやると思うのですが、こ

の福祉センターを建て替えるということで、業務設計委託料なり解体なり、そのものが

入った上での計画の総体金額というか、そういうものをつかんだ上でやっていらっしゃる

のかどうかというのがちょっと気になったのですが。

斉藤企画課参事。○議長（前田篤秀君）

今の御質問にお答えいたします。○企画課参事（斉藤隆雄君）

この福祉センターの建て替え事業につきましては、委託業務は想定されている額に入っ

ております。

以上です。

阿部議員。○議長（前田篤秀君）

そうしましたら、時折事業が増えているように感じているのは○１０番（阿部君枝君）

全て計画していましたということで判断してよろしいのですか。

暫時休憩します。○議長（前田篤秀君）

午後 １時３７分 休憩

──────────────
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午後 １時４６分 再開

再開します。○議長（前田篤秀君）

加藤総務部長。

お答えをさせていただきたいと思いますけれども、総体事業○総務部長（加藤俊之君）

費、こういう委託料を含めて全体の中で計画はしてございます。

ただ、今後進めていく中で、さまざまな意見をいただく中で、事業費というか多くなる

場合もございますし、逆に少なくなる場合もあると思いますので、その辺は十分情報公開

といいますか、今、こういうことになっていますよということを皆さんにお知らせしなが

ら進めていきたいというふうに思いますので、御理解を賜りたいと思います。

以上です。

ほかに。○議長（前田篤秀君）

一宮議員。

ホテルノースキングのオープン２５周年記念ということで、稲○１６番（一宮龍彦君）

場議員のほうから質問ありましたけれども、それなりに提案された部分とプラスアルファ

の事業をやるということで理解しましたので、その分についてはよろしいのですが、町か

ら持ち出す４５万円、公社の当初の今年度の事業計画の中にイベント費ということで１８

０万円が計上されているのですけれども、こっちの方から出すという発想というのは公社

のほうではないのですかね。その辺の、わざわざイベント費というのを当初予算で上げて

おいて、突発的な事業、委員会の中では突発的に、６月くらいにいろいろな計画があった

みたいで当初予算には入っていないのかもしれませんけれども、そこら辺の絡みはどう

なっているのですかね。イベント費があるのだったら、そっちのほうから出せばいいので

はないかと思いますけれども、そこら辺どうですか、担当課としては。

佐藤企画課長。○議長（前田篤秀君）

ただいま御質問にお答えしたいと思います。○企画課長（佐藤祐治君）

今回、町から４５万円、それからノースキングの生田原振興公社も４５万円ということ

で負担をしていただくという形になります。現在持っている振興公社のイベント費の内訳

につきましては、ちょっと確認はしておりません。至急確認はしたいと思っております。

当初の予算の範囲の中で、公社も４５万円ということでされるものと思っておりますの

で、その中の公社の予算とうちの４５万円ということで今回事業を行うということで話は

聞いております。もともと持っている事業資金をどういう使い方をするのかは確認してお

りませんので、その辺は確認はさせていただきたいなと思っております。

以上です。

一宮議員。○議長（前田篤秀君）

先ほど言いましたが、委員会の中で説明を受けたのは、６月に○１６番（一宮龍彦君）

イベントのいろいろな企画がされたように聞いているのですけれども、その時点で説明資

料の中には総額幾ら、それから、今回町のほうから出すお金が幾らという、そういう部分
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の説明はありました。ありましたけれども、改めて公社の事業計画を見るとイベント費が

１８０万円と計上されている。その辺のところをきちんと精査した上で予算化されている

のではないのですね、今の話は。

そこら辺の事情がわからない中で、我々が単純にですよ、計算された中の４５万円は諸

経費ですよと、１万８,０００円のパーティー券を５,０００円で提供することで参加され

る方に便宜を図るというそういう中身だから、きちっとした精査した上での予算化でない

と、ちょっと納得しづらいのですけれども。

議会が終わってしまったら、確認してみますという話ではないのだと思うのですけれど

も、それというのは確認できないのですか。イベント費は使ってしまったから足りないの

でというのだったらしょうがないねという話になるのでしょうけれども。

想定ですけれども、余っているかもしれませんよね、今この段階でわからないというこ

とであれば。もしかしてですよ、余っていたら、そっちのほうで処理したらどうですか

と、そういうふうに考えてしまうのですけれども。

今、休憩でも何でもいいのですけれども、公社のほうに確認して、実はこういうことに

なっていますので、足りないのでよろしくお願いしますというのだったら、まだ話が前に

行くと思いますけれども。ちょっとこのままでは、いいですねという話にはならないと思

います。

暫時休憩します。○議長（前田篤秀君）

午後 １時５２分 休憩

──────────────

午後 １時５２分 再開

再開します。○議長（前田篤秀君）

２時１５分まで休憩します。

午後 １時５３分 休憩

──────────────

午後 ２時１５分 再開

再開します。○議長（前田篤秀君）

答弁調整のため、再度休憩します。

午後 ２時１６分 休憩

──────────────

午後 ２時１７分 再開

再開します。○議長（前田篤秀君）

佐藤企画課長。

ただいまの御質問にお答えしたいと思います。○企画課長（佐藤祐治君）

振興公社の２８年度の企画経費ということで、今年度１９３万円計上してございます。

そのうちちゃちゃワールドにかかわる部分につきましては１３０万円ということになりま
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す。残りの６３万円につきましては、振興公社でパークゴルフ大会、それと新酒会という

ことで二つ大きな事業を持っています。それぞれ１０万円ずつ予算を見ております。その

残りということで今は４３万円ほどなのですが、その中でやりくりして、４５万円という

ことで公社のほうで捻出して２５周年を行うということで確認はしております。

以上でございます。

ほかに。○議長（前田篤秀君）

（「なし」と呼ぶ者あり）

４款衛生費、１５ページから１６ページ。○議長（前田篤秀君）

（「なし」と呼ぶ者あり）

７款商工費、１７ページから１８ページ。○議長（前田篤秀君）

（「なし」と呼ぶ者あり）

１０款教育費、１９ページから２２ページ。○議長（前田篤秀君）

（「なし」と呼ぶ者あり）

次に、２、歳入に入ります。○議長（前田篤秀君）

１３款使用料及び手数料、９ページから１０ページ。

（「なし」と呼ぶ者あり）

１４款国庫支出金、９ページから１０ページ。○議長（前田篤秀君）

（「なし」と呼ぶ者あり）

１５款道支出金、９ページから１０ページ。○議長（前田篤秀君）

（「なし」と呼ぶ者あり）

１７款寄附金、９ページから１０ページ。○議長（前田篤秀君）

（「なし」と呼ぶ者あり）

１９款繰越金、９ページから１０ページ。○議長（前田篤秀君）

（「なし」と呼ぶ者あり）

２０款諸収入、９ページから１０ページ。○議長（前田篤秀君）

（「なし」と呼ぶ者あり）

２１款町債、９ページから１０ページ。○議長（前田篤秀君）

（「なし」と呼ぶ者あり）

次に、第２表、継続費補正、３ページ。○議長（前田篤秀君）

（「なし」と呼ぶ者あり）

次に、第３表、債務負担行為補正、４ページ。○議長（前田篤秀君）

（「なし」と呼ぶ者あり）

次に、第４表、地方債補正、５ページ。○議長（前田篤秀君）

（「なし」と呼ぶ者あり）

これをもって、議案第１３号の質疑を終わります。○議長（前田篤秀君）

次に、議案第１４号の質疑を行います。
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質疑は、第１表、歳入歳出予算補正を省略して、歳入歳出補正予算事項別明細書の３、

歳出より各款ごとに行います。

６款諸支出金、８ページから９ページ。

（「なし」と呼ぶ者あり）

次に、２、歳入に入ります。○議長（前田篤秀君）

９款繰越金、６ページから７ページ。

（「なし」と呼ぶ者あり）

これをもって、議案第１４号の質疑を終わります。○議長（前田篤秀君）

以上で、議案４件の質疑を終わります。

これより、一括上程しました議案４件を採決いたします。

採決は、上程の順により、各案件ごとに行います。

これより、議案第３号遠軽町デマンド型乗合タクシーに関する条例の制定についてを採

決いたします。

本案は、討論を省略して、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。○議長（前田篤秀君）

したがって、本案は原案のとおり可決されました。

次に、議案第１０号指定管理者の指定についてを採決いたします。

本案は、討論を省略して、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。○議長（前田篤秀君）

したがって、本案は原案のとおり可決されました。

次に、議案第１３号平成２８年度遠軽町一般会計補正予算（第６号）を採決いたしま

す。

本案は、討論を省略して、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。○議長（前田篤秀君）

したがって、本案は原案のとおり可決されました。

次に、議案第１４号平成２８年度遠軽町介護保険特別会計補正予算（第１号）を採決い

たします。

本案は、討論を省略して、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。○議長（前田篤秀君）

したがって、本案は原案のとおり可決されました。

────────────────────────────────────

◎日程第２８ 議案第５号
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日程第２８ 議案第５号遠軽町特別用途地区内における建築物の○議長（前田篤秀君）

制限に関する条例の制定についてを議題とします。

平成２８年第４回定例会において付託いたしました経済常任委員会から審査報告書が提

出されておりますので、委員長の報告を求めます。

松田経済常任委員長。

－登壇－○経済常任委員長（松田良一君）

経済常任委員会付託案件にかかわる委員長報告をいたします。

平成２８年第４回遠軽町議会定例会におきまして、経済常任委員会に付託されました議

案第５号遠軽町特別用途地区内における建築物の制限に関する条例の制定について、遠軽

町議会会議規則第７７条の規定により、審査結果を報告いたします。

本条例につきましては、建築基準法第４９条第１項の規定により、都市計画法第８条第

１項第２号の規定による特別用途地区内における特定の建築物の用途を制限するため、必

要な事項を定めるものであります。

本委員会として、委員会審査を平成２８年８月１０日及び２５日に行い、原案のとおり

可とすることに決定したものであります。

以上、経済常任委員会に付託されました議案１件の報告を終わらせていただきます。

これより、委員長報告に対する質疑を行います。○議長（前田篤秀君）

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。○議長（前田篤秀君）

これをもって、質疑を終わります。

これより、議案第５号遠軽町特別用途地区内における建築物の制限に関する条例の制定

についてを採決いたします。

本案に対する委員長報告は可とするものです。

本案は、討論を省略し、委員長報告のとおり決定することに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。○議長（前田篤秀君）

したがって、本案は委員長報告のとおり可決されました。

────────────────────────────────────

◎日程第２９ 議案第６号

日程第２９ 議案第６号遠軽町特定用途制限地域内における建築○議長（前田篤秀君）

物等の制限に関する条例の制定についてを議題といたします。

平成２８年第４回定例会において付託いたしました経済常任委員会から審査報告書が提

出されておりますので、委員長の報告を求めます。

松田経済常任委員長。

－登壇－○経済常任委員長（松田良一君）

経済常任委員会付託案件に関する委員長報告をいたします。
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平成２８年第４回遠軽町議会定例会におきまして、経済常任委員会に付託されました議

案第６号遠軽町特定用途制限地域内における建築物等の制限に関する条例の制定につい

て、遠軽町議会会議規則第７７条の規定により、審査の結果を報告いたします。

本条例につきましては、建築基準法第４９条の２の規定により、都市計画法第８条第１

項第２号の２の規定による特定用途制限地域内における特定の建築物及び工作物の用途を

制限するため、必要な事項を定めるものであります。

本委員会として、委員会審査を平成２８年８月１０日及び２５日に行い、原案のとおり

可とすることに決定したものであります。

以上、経済常任委員会に付託されました議案１件の報告を終わらせていただきます。

これより、委員長報告に対する質疑を行います。○議長（前田篤秀君）

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。○議長（前田篤秀君）

これをもって、質疑を終わります。

これより、議案第６号遠軽町特定用途制限地域内における建築物等の制限に関する条例

の制定についてを採決いたします。

本案に対する委員長報告は可とするものです。

本案は、討論を省略し、委員長報告のとおり決定することに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。○議長（前田篤秀君）

したがって、本案は委員長報告のとおり可決されました。

────────────────────────────────────

◎日程第３０ 認定第１号から日程第３７ 認定第８号まで

日程第３０ 認定第１号平成２７年度遠軽町一般会計歳入歳出決○議長（前田篤秀君）

算認定について、日程第３１ 認定第２号平成２７年度遠軽町国民健康保険特別会計歳入

歳出決算認定について、日程第３２ 認定第３号平成２７年度遠軽町後期高齢者医療特別

会計歳入歳出決算認定について、日程第３３ 認定第４号平成２７年度遠軽町介護保険特

別会計歳入歳出決算認定について、日程第３４ 認定第５号平成２７年度遠軽町個別排水

処理事業特別会計歳入歳出決算認定について、日程第３５ 認定第６号平成２７年度遠軽

町公共用地先行取得事業特別会計歳入歳出決算認定について、日程第３６ 認定第７号平

成２７年度遠軽町水道事業会計決算認定について、日程第３７ 認定第８号平成２７年度

遠軽町下水道事業会計決算認定について、以上８件は関連がありますので、一括して議題

といたします。

上程の順により、提出者の説明を求めます。

荒井会計管理者。

地方自治法第２３３条第３項の規定による平成２７年度遠○会計管理者（荒井正教君）

軽町各会計の決算認定につきまして、認定第１号平成２７年度遠軽町一般会計歳入歳出決
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算認定についてから認定第６号平成２７年度遠軽町公共用地先行取得事業特別会計歳入歳

出決算認定についてまでの６会計の決算概要につきまして説明させていただきます。

説明資料につきましては、お手元の赤番３、４及び６から８までの５冊でございます。

赤番３は一般会計及び特別会計に係る歳入歳出決算書並びに地方自治法施行令の規定に基

づく歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書、赤番４は

歳入歳出決算概要説明書、赤番６は地方自治法の規定に基づきます歳入歳出決算に係る主

要な施策の成果説明書となっております。

次に、地方自治法の規定に基づく監査委員の意見書として、赤番７は歳入歳出決算審査

意見書、赤番８は基金運用状況審査意見書であります。

それでは、認定第１号平成２７年度遠軽町一般会計歳入歳出決算書について説明いたし

ます。

赤番３、歳入歳出決算書をご覧願います。

決算書の１ページから４ページは、歳入に係る款及び項における決算額になります。

４ページをお開き願います。

４ページ左の列、収入済額の歳入合計は、１５９億２,９４０万３,９９７円。

右の列、不納欠損額の合計は、６８３万２,４２２円。

次の列、収入未済額の合計は、２億５,４９５万４,３３８円。

不納欠損の内訳は、赤番４、歳入歳出決算概要書の７、不納欠損額調及び収入未済額の

内訳は、５、町税等収入未済額比較表及び６、収入未済額調を後ほどご覧願います。

決算書に戻りまして、５ページから８ページは、歳出に係る款及び項における決算額に

なります。

８ページをお開き願います。

８ページ中、左の列、支出済額の歳出合計は、１５４億２,８２１万１,２５１円。

右の列、翌年度繰越額の合計は、８億４,９８２万５,０００円。

次の列、不用額の合計は、４億６,８６８万４,７４９円。

７ページ、欄外に記載の歳入歳出差引残額は、５億１１９万２,７４６円。このうち２

億１,１００万円は、地方自治法の規定により財政調整基金に繰り入れたものでありま

す。

続きまして、歳入歳出決算事項別明細につきまして、詳細説明は省略をさせていただき

ますが、９ページから２１６ページまで歳入歳出それぞれ各節ごとに記載をしております

ので、後ほどお目通しのほどお願いいたします。

続きまして、実質収支に関する調書について、２１７ページをお開き願います。

２１７ページ表中、５、実質収支額は、４億２,１３１万２,０００円。

６、実質収支額のうち地方自治法の規定による基金繰入額は、２億１,１００万円。先

ほど述べましたとおり、財政調整基金に繰り入れをしております。

続きまして、認定第２号平成２７年度遠軽町国民健康保険特別会計歳入歳出決算書につ
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いて説明をいたします。

決算書の２１８ページをお開き願います。

２１８ページ及び２１９ページは歳入に係る決算額で、２１９ページ中、左の列、収入

済額の歳入合計は、２８億４,４５０万４,７１２円。

不納欠損額６５４万２,０３１円。

収入未済額の合計は、８,６０８万７,４５１円。

なお、不納欠損額の内訳は赤番４、決算概要説明書、７、不納欠損額調及び収入未済額

の内訳は、５、町税等収入未済額比較表を後ほどご覧願います。

続きまして、決算書２２０ページをお開き願います。

２２０ページ及び２２１ページは歳出に係る決算額となり、２２１ページ中、左の列、

支出済額の歳出合計は、２７億８,４６０万２,２５７円。

右の列、翌年度繰越額の合計は、ゼロ円。

不用額の合計は、３,６２５万６,７４３円。

２２０ページ中、欄外に記載の歳入歳出差引残額は、５,９９０万２,４５５円でありま

す。

次に、歳入歳出決算事項別明細書について、詳細説明は省略をさせていただきますが、

２２２ページから２５７ページまで歳入歳出それぞれ各節ごとに記載をしておりますの

で、後ほどお目通しのほどよろしくお願いいたします。

次に、実質収支に関する調書につきまして、２５８ページをお開き願います。

２５８ページ表中、５、実質収支額は、５,９９０万２,０００円であります。

次に、認定第３号平成２７年度遠軽町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算書について

説明いたします。

２５９ページをお開き願います。

２５９ページ、２６０ページは歳入に係る決算額で、２６０ページ中、左の列、収入済

額の歳入合計は、２億９,９３７万１,７９１円。

不納欠損額の合計は、ゼロ円。

収入未済額の合計は、４０万６,４９２円。内訳は、決算概要説明書、５、町税等収入

未済額比較表を後ほどご覧願います。

次に、決算書２６１ページをお開き願います。

２６１ページ、２６２ページは歳出に係る決算額で、２６２ページ中、左の列、支出済

額の歳出合計は、２億９,８０６万５,０８８円。

右の列、翌年度繰越額の合計は、ゼロ円。

次の列、不用額の合計は、６７万１,９１２円。

２６１ページ中、欄外に記載の歳入歳出差引残額は、１３０万６,７０３円でありま

す。

次に、歳入歳出決算事項別明細書につきまして、詳細説明は省略をさせていただきます
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が、２６３ページから２７２ページまで歳入歳出それぞれ各節ごとに記載をしております

ので、後ほどお目通しのほどよろしくお願いいたします。

次に、実質収支に関する調書につきまして、２７３ページをお開き願います。

２７３ページ表中、５、実質収支額は、１３０万６,０００円であります。

続きまして、認定第４号平成２７年度遠軽町介護保険特別会計歳入歳出決算書について

説明いたします。

決算書２７４ページをお開き願います。

２７４ページ及び２７５ページは歳入に係る決算額で、２７５ページ中、左の列、収入

済額の歳入合計は、１６億６,５９６万１,８５５円。

不納欠損額の合計は、４,６００円。

収入未済額の合計は、２５９万９,５９８円。

なお、不納欠損の内訳は、赤番４、決算概要説明書、７、不納欠損額調及び収入未済額

の内訳は、５、町税等収入未済額比較表を後ほどご覧願います。

続きまして、決算書２７６ページをお開き願います。

２７６ページ及び２７７ページは、歳出に係る決算額です。

２７７ページ中、左の列、支出済額の歳出合計は、１６億３,５０８万６,８２４円。

翌年度繰越額の合計は、ゼロ円。

不用額の合計は、２,９３６万１,１７６円。

２７６ページ欄外に記載の歳入歳出差引残額は、３,０８７万５,０３１円であります。

次に、歳入歳出決算事項別明細書につきましては、詳細説明は省略をさせていただきま

すが、２７８ページから２９７ページまで歳入歳出それぞれ各節ごとに記載しております

ので、後ほどお目通しのほどよろしくお願いいたします。

続きまして、実質収支に関する調書につきまして、２９８ページをお開き願います。

２９８ページ表中、５、実質収支額は、３,０８７万５,０００円であります。

続きまして、認定第５号平成２７年度遠軽町個別排水処理事業特別会計歳入歳出決算書

について説明いたします。

決算書の２９９ページをお開き願います。

２９９ページ及び３００ページは歳入に係る決算額で、３００ページ中、左の列、収入

済額の歳入合計は、６５８万１,０４２円。

不納欠損額及び収入未済額の合計は、ともにゼロ円。

次に、３０１ページをお開き願います。

３０１ページ及び３０２ページは歳出に係る決算額で、３０２ページ中、左の列、支出

済額の歳出合計は、６２６万４,７０７円。

翌年度繰越額の合計は、ゼロ円。

不用額の合計は、３３万９,２９３円。

３０１ページ中、欄外に記載の歳入歳出差引残額は、３１万６,３３５円。
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次に、歳入歳出決算事項別明細書につきまして、詳細説明は省略をさせていただきます

が、３０３ページから３１０ページまで歳入歳出それぞれ各節ごとに記載をしております

ので、後ほどお目通しのほどよろしくお願いいたします。

続きまして、実質収支に関する調書について、３１１ページをお開き願います。

３１１ページ表中、５、実質収支額は、３１万６,０００円であります。

続きまして、認定第６号平成２７年度遠軽町公共用地先行取得事業特別会計歳入歳出決

算書について説明いたします。

決算書の３１２ページをお開き願います。

３１２ページ及び３１３ページは歳入に係る決算額で、３１３ページ中、収入済額の歳

入合計は、８１９万９,７５４円。

不納欠損額及び収入未済額の合計が、ともにゼロ円。

続きまして、３１４ページをお開き願います。

３１４ページ及び３１５ページは歳出に係る決算額でございます。３１５ページ中、左

の列、支出済額の歳出合計は、８１９万９,７５４円。

翌年度繰越額の合計は、ゼロ円。

不用額の合計は、２４６円。

３１４ページ中、欄外に記載の歳入歳出差引残額は、ゼロ円でございます。

次に、歳入歳出決算事項別明細書につきまして、詳細説明は省略させていただきます

が、３１６ページから３１９ページまで歳入歳出それぞれ各節ごとに記載をしております

ので、お目通しのほどお願いいたします。

続きまして、実質収支に関する調書について、３２０ページをお開き願います。

３２０ページ表中、５、実質収支額は、ゼロ円でございます。

続きまして、３２１ページから３２９ページは、平成２７年度財産に関する調書で、公

有財産、物品、債権及び基金について記載しております。詳細については省略をさせてい

ただきます。

続きまして、別冊、赤番４、平成２７年度遠軽町一般会計・特別会計歳入歳出決算概要

説明書をご覧願います。

１ページをお開きください。

１ページ及び２ページは、会計別決算額総括表でございます。

３ページから２４ページは、各会計別の歳入歳出款別決算額比較表で、各款における決

算額について前年度と比較したものでございます。

２５ページをお開き願います。

２５ページ及び２６ページは歳入歳出決算額構成表で、一般会計の歳入歳出決算額の構

成を円グラフにより表したものでございます。詳細については省略させていただきます。

２７ページから４４ページは各款の中で節に占める金額及び比率で、各会計ごとに歳出

の款ごとの節別内訳となってございます。詳細については省略させていただきます。
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続きまして、４５ページ、４６ページは町税等収入未済額比較表で、税目ごとに現年度

及び滞納繰越に係る未収額について、前年度と比較したものでございます。

４７ページから５１ページは収入未済額調で、町税以外の収入未済額の内訳となってご

ざいます。

５２ページから５７ページは不納欠損額調で、平成２７年度における不納欠損額の年度

別内訳でございます。

５８ページから６１ページは給与費決算調書で、各項における給与費の内訳となってご

ざいます。

６２ページ及び６３ページは公債費に関する調で、各会計ごとの起債の状況について、

目的別及び借入先別に分類したものでございます。

６４ページ及び６５ページは基金運用状況で、財政調整基金から介護給付準備基金まで

の９基金の内訳でございます。

６５ページの左側２列目、決算年度末現在高（Ｉ）が、８５億６,７０６万２６５円。

右端の列、本年５月末現在高（Ｐ）は、１００億２,５３３万５,２３２円となってござ

います。

続きまして、平成２７年度定額運用基金運用状況につきまして、６６ページは遠軽町土

地開発基金運用状況、６７ページは遠軽町奨学資金貸付基金運用状況のそれぞれ内訳に

なっておりますので、後ほどお目通しのほどお願いいたします。

その他、お手元の資料につきまして、赤番６、各会計の事務事業における主要な施策の

成果説明書及び赤番７、赤番８の各監査委員の意見書につきましては、詳細説明を省略を

させていただきますので、後ほどお目通しのほどよろしくお願いいたします。

以上で、平成２７年度遠軽町一般会計及び各特別会計の決算認定について説明を終わり

ます。

久保水道課長。○議長（前田篤秀君）

平成２７年度遠軽町企業会計の決算認定につきまして御説明○水道課長（久保英之君）

いたします。

説明資料は、配付の赤番５と赤番１０であります。

赤番５は、水道事業会計及び下水道会計の決算書で、赤番１０は、監査委員の企業会計

決算審査意見書であります。

認定第７号平成２７年度遠軽町水道事業会計決算認定について御説明いたします。

１ページから４ページまでは、平成２７年度遠軽町水道事業決算報告書でありまして、

収益的収入及び支出と資本的収入及び支出のそれぞれの予算額、決算額等を記載しており

ます。

１ページは収益的収入及び支出の収入で、第１款水道事業収益は、第１項営業収益から

第２項営業外収益までを合わせて、決算額５億８,３４６万８,１３７円です。

２ページは支出で、第１款水道事業費用は、第１項営業費用から第３項予備費まで合わ
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て、決算額５億５７７万４,１７０円です。

３ページは資本的収入及び支出の収入で、第１款資本的収入は、第１項企業債から第４

項工事負担金までを合わせて、決算額４億５,５０６万４,５００円です。

４ページは支出で、第１款資本的支出は、第１項建設改良費及び第２項企業債償還金を

合わて、決算額６億２,５９８万４,４９０円です。

なお、資本的収入額が資本的支出額に不足する額１億７,０９１万９,９９０円は、過年

度分損益勘定留保資金１億２,７５９万９,９３０円、当年度分損益勘定留保資金３,５７

８万５,０９１円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額７５３万４,９６９円

で補塡したところです。

次に、財務諸表ですが、５ページの損益計算書で、当年度純利益は５,２４８万１,７３

９円となっています。

６ページは剰余金計算書、７ページは剰余金処分計算書です。

８ページから１２ページは、平成２８年３月３１日現在の貸借対照表です。

１３ページからの決算附属書類は、事業報告書、キャッシュ・フロー計算書、収益費用

明細書、資本的収支明細書、固定資産明細書及び企業債明細書を掲載していますが、個々

の説明は省略させていただきます。

続きまして、認定第８号平成２７年度遠軽町下水道事業会計決算認定について御説明い

たします。

３５ページから３８ページまでは、平成２７年度遠軽町下水道事業決算報告書でありま

して、収益的収入及び支出と資本的収入及び支出のそれぞれの予算額、決算額等を記載し

ています。

３５ページは収益的収入及び支出の収入で、第１款下水道事業収益は、第１項営業収益

から第２項営業外収益まで合わせて、決算額１０億９,１５９万８,９６０円です。

３６ページは支出で、第１款下水道事業費用は、第１項営業費用から第３項予備費まで

を合わせて、決算額９億１,２８１万８,３２７円です。

３７ページは資本的収入及び支出の収入で、第１款資本的収入は、第１項企業債から第

４項分担金及び負担金までを合わせて、決算額５億８,１３５万９,１７０円です。

３８ページは支出で、第１款資本的支出は、第１項建設改良費と第２項企業債償還金を

合わせて、決算額９億６,２５４万２,４６８円です。

なお、資本的収入額が資本的支出額に不足する額３億８,１１８万３,２９８円は、当年

度分損益勘定留保資金２億５,０９０万５,６５１円、当年度利益剰余金処分額１億２,６

７２万５,６３５円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額３５５万２,０１２

円で補塡したところでございます。

次に、財務諸表ですが、３９ページの損益計算書では、当年度純利益が１億６,２７１

万４,６３５円となっています。

４０ページは剰余金計算書、４１ページは剰余金処分計算書です。
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４２ページから４６ページは、平成２８年３月３１日現在の貸借対照表です。

４７ページからの決算附属書類は、事業報告書、キャッシュ・フロー計算書、収益費用

明細書、資本的収支明細書、固定資産明細書及び企業債明細書を掲載していますが、個々

の説明は省略させていただきます。

次に、赤番１０の遠軽町企業会計決算審査意見書は、水道会計及び下水道会計の決算審

査における監査委員の意見書でありますが、御参照願います。

以上で説明を終わります。

──────────────────────────────────

◎決算審査特別委員会設置の議決

お諮りします。○議長（前田篤秀君）

一括上程しました平成２７年度決算認定８件につきましては、議長並びに議会選出監査

委員を除く全議員による決算審査特別委員会を設置し、この委員会に付託をし、会期中の

審査としたいと思います。これに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。○議長（前田篤秀君）

したがって、平成２７年度決算認定８件につきましては、議長並びに議会選出監査委員

を除く全議員による決算審査特別委員会を設置し、この委員会に付託をし、会期中の審査

とすることに決定いたしました。

暫時休憩します。○議長（前田篤秀君）

午後 ２時５７分 休憩

──────────────

午後 ３時３９分 再開

休憩前に引き続き、会議を開きます。○議長（前田篤秀君）

休憩中に決算審査特別委員会が開催され、委員長に松田議員、副委員長に阿部議員が選

出されましたので、御報告いたします。

────────────────────────────────────

◎延会の議決

お諮りします。○議長（前田篤秀君）

本日の会議は、これで延会したいと思います。これに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。○議長（前田篤秀君）

したがって、本日はこれで延会することに決定しました。

────────────────────────────────────

◎延会宣告

本日は、これをもって延会します。○議長（前田篤秀君）

午後 ３時４０分 延会
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